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平成18年9月28目

都道府県医師会長殿

日本医師会長
　　唐　澤　祥　人

生活療養及び保険外併用療養費等に関する告示の一部改正等について

　健康保険法等の一部改正に伴う健康保険法施行令，同施行規則等の一部改正につきまし

ては平成18年9月15目付け目医発第633号にてご連絡申し上げたところですが，生活療

養及び保険外併用療養費等に関する告示の一部改正等が示されましたので，ご連絡申し上

げます。

　今回の改正内容の概要につきましては，下記のとおりであります。

　生活療養を受ける患者〔対象：療養病床に入院する70歳以上の高齢者（65歳以上の老

人医療受給対象者を含む。）〕にあっては，療養病棟入院基本料2等の算定において従来の

点数から14点を減額して設定された点数を算定することになります。（平成18年9月12

目　厚生労働省告示第493号　参照。）

　また，今回の告示の一部改正に関する通知，診療報酬請求書等の記載要領等の一部改正

につきましては，厚生労働省より示され次第追ってご連絡申し上げます。

　つきましては，今回の改正内容について貴会会員に周知くださるようお願い申し上げま
す。

　なお，本件につきましては，日本医師会ホームページのメンバーズルーム中「平成18年

度健康保険法・老人保健法等の改正に関する情報」に掲載いたします。
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記

1．入院時食事療養に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準の一部改正〔別添1〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成18年9月8目　厚生労働省告示第485号）

※「別添1」新旧対照表参照

　食事療養及び生活療養の費用額算定表

第一　食事療養（額は従前どおり）

　　　※対象：第二の生活療養を受ける者以外の患者

　　1　入院時食事療養（1）　　　　　　　　　　640円（1食につき）

　　　注1　届出保険医療機関。1目につき3食を限度。

　　　注2　特別食加算　　　　　　　　　　　　　76円（1食につき）

　　　注3　食堂加算（療養病棟入院患者を除く）　50円（1目につき）

　　2　入院時食事療養（n）　　　　　　　　　　506円（1食につき）

　　　注　入院時食事療養費（1）算定医療機関以外。1目につき3食を限度。

第二　生活療養

　　　　※対象：療養病床に入院する70歳以上の高齢者（65歳以上の老人医療受給対

　　　　　　　象者を含む。）

　　1　入院時生活療養（1）

　　（1）食事の提供たる療養　　　　　　　　　　554円（1食につき）

　　（2）温度，照明及び給水に関する適切な療養環境の形成たる療養

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　398円（1目につき）

　　　注1　届出保険医療機関。（1）は1目につき3食を限度。

　　　注2　特別食加算　　　　　　　　　　　　　76円（1食につき）

　　　注3　食堂加算（療養病棟入院患者を除く）　50円（1目につき）

　　2　入院時生活療養（n）

　　（1）食事の提供たる療養　　　　　　　　　　420円（1食につき）

　　（2）温度，照明及び給水に関する適切な療養環境の形成たる療養

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　398円（1目につき）

　　　注　入院時生活療養（1）算定保険医療機関以外。（1）は1目につき3食を限度。

〔参　考〕「1．」に掲げる額のうちの患者負担額

（1）食事療養

区　　分 食事療養標準負担額

一　般 1食につき260円
低所得者

i住民税

�ﾛ税）

低所得者II 過去1年以内の入院

﨎狽ｪ90目以下の
鼾

1食につき210円

過去1年以内の入院

﨎狽ｪ90目超の場

1食につき160円
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低所得者1

i年金収入80万円以下等及び老

﨣沁ヴN金受給者）

1食につき100円

（2）生活療養

　　①入院医療の必要性の高い者以外の者

区　　分 生活療養標準負担額

一　般 入院時生活療養（1）を算定

ｷる医療機関に入院している

ﾒ

1目につき320円と
P食につき460円との合計額

入院時生活療養（II）を算定

ｷる医療機関に入院している

ﾒ

1目につき320円と
P食につき420円との合計額

低所得者n 1目につき320円と
P食につき210円との合計額

低所得
ﾒ（住民

ﾅ非課
ﾅ）

低所得者1②

i年金収入80万円以下等）

1目につき320円と
P食につき130円との合計額

低所得者1①

i老齢福祉年金受給者）

1目につき　　O円と

P食につき100円との合計額

②入院医療の必要性の高い患者

　現行の入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額と同額

区 分 生活療養標準負担額

一　般 1目につきO円と

1食につき260円との合計額

低所得者 低所得者H 過去1年以内の入院 1目につき0円と

（住民税 目数が90目以下の 1食につき210円との合計額
非課税） 場合

過去1年以内の入院 1目につき0円と

目数が90目超の場 1食につき160円との合計額
A
口

低所得者1 1目につき0円と

（年金収入8 O万円以下等及び老 1食につき100円との合計額
齢福祉年金受給者）

2．診療報酬の算定方法（入院料等）の一部改正〔別添2〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成18年9月12目　厚生労働省告示第493号）

※「別添2」新旧対照表参照

※生活療養を受ける場合は，療養病棟入院基本料2等について，1目につき14点を減

　額した点数設定となる。
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（1）A　l　O1

（2）A109

（3）A308

（4）A316

療養病棟入院基本料（1目につき）

2　療養病棟入院基本料2

　イ　入院基本料A

　　　　　　　（生活療養を受ける場合

　ロ　入院基本料B

　　　　　　　（生活療養を受ける場合

　ハ　入院基本料C

　　　　　　　（生活療養を受ける場合

　二　入院基本料D

　　　　　　　（生活療養を受ける場合

　ホ　入院基本料E

　　　　　　　（生活療養を受ける場合

　注2　特別入院基本料

　　　　　　　（生活療養を受ける場合

1，740点

1，726点）

1，344点

1，330点）

1，220点

1，206点）

　885点

　871点）

　764点

　750点）

　563点

　549点）

有床診療所療養病床入院基本料（1目につき）

2　有床診療所療養病床入院基本料2

イ　入院基本料A

　　　　　　（生活療養を受ける場合

ロ　入院基本料B

　　　　　　（生活療養を受ける場合

ハ　入院基本料C

　　　　　　（生活療養を受ける場合

二　入院基本料D

　　　　　　（生活療養を受ける場合

ホ　入院基本料E

　　　　　　（生活療養を受ける場合

注2　特別入院基本料

　　　　　　（生活療養を受ける場合

975点

961点）

871点

857点）

764点

750点）

602点

588点）

520点

506点）

450点

436点）

回復期リハビリテーション病棟入院料（1目につき）　1，680点

　　　　　　　　　　　（生活療養を受ける場合　　　1，666点）

診療所老人医療管理料（1目につき）

1　14目以内の期間　　　　　　　　　　1，080点

　　　　　　　（生活療養を受ける場合　　1，066点）

2　15目以上の期間　　　　　　　　　　　645点

　　　　　　　（生活療養を受ける場合　　　631点）

注3　診療所老人医療管理料を算定した直近の日から30日を経過しな

　　い目に再び診療所老人医療管理を行った場合にあっては，645点（生
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活療養を受ける場合にあっては，631点）を算定する。

（5）A400 短期滞在手術基本料

1　（略）

2　短期滞在手術基本料2

　　　　　　　（生活療養を受ける場合

4，800点（※1泊2目入院）

4，772点）

　〔算定例（参考）〕

療養病棟入院基本料2入院基本料Aで入院時食事療養（1）又は入院時生活療養（1）の

場合

入院時食事療養（1） 入院時生活療養（1）

療養病棟入院基本料2

@　入院基本料A
　　1，740点
i17，400円）

　　1，726点
i17，260円）

食事療養又は生活療養
1目につき1，920円
@　　（640円×3）

　1目につき2，060円
i398円＋554円×3）

合　　　計 19，320円 19，320円

3．老人保健法の規定による医療並びに入院時食事療養費及び特定療養費に係る療養の取

扱い及び担当に関する基準の一部改正〔別添3〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成18年9月12目

※「別添3」新旧対照表参照

厚生労働省告示第494号）

4．厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成18年9月12目　厚生労働省告示第495号）

　　※　従来の選定療養を評価療養（保険給付の対象とすべきものであるか否かについて

　　　適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うもの）と選定療養（特別の病

　　　室の提供など被保険者の選定に係るもの）に再構成したもの。

　　※　　「厚生労働大臣の定める選定療養」（平成18年厚生労働省告示第105号）は平成

　　　18年9月30目限り廃止

5．保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法

　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成18年9月12目　厚生労働省告示第496号）

　　※　特定療養費から保険外併用療養費への再構成に伴う整理

　　※　　「特定療養費に係る療養についての費用の額の算定方法」（平成18年厚生労働省

　　　告示第101号）は平成18年9月30目限り廃止

6．入院時食事療養の基準等の一部改正

　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成18年9月12目

　　※　入院時生活療養の創設に伴う改正（変更下線部）

厚生労働省告示第497号）
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入院時食事療養及び入出時生活療　の　事の提供たる’　の基準等

一　入院時食事療養（1）を算定すべき食事療養及び入究時生活療　　（1）を　定すべき

　生活療養の基準

　（一）原則として，当該保険医療機関を単位として行うものであること。

　（二）　入出時　事療養及び入究時生活療養の　事の　供たる’　は，管理栄養士又は栄

　　　養士によって行われていること。

　（三）　患者の年齢，病状によって適切な栄養量及び内容のZ一圭生

　　　一遼養が適時に，かつ適温で行われていること。
　（四）　地方社会保険事務局長に対して当該届出を行う前6月間において当該届出に係る

　　　事項に関し，不正又は不当な届出（法令の規定に基づくものに限る。）を行ったこと

　　　がないこと。

　（五）　地方社会保険事務局長に対して当該届出を行う前6月間において療担規則及び薬

　　　担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等（平成18年厚生労

　　　働省告示第107号）第三に規定する基準に違反したことがなく，かつ，現に違反し

　　　ていないこと。

　（六）　地方社会保険事務局長に対して当該届出を行う時点において，厚生労働大臣の定

　　　める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法（平成

　　　18年厚生労働省告示第104号）に規定する入院患者数の基準に該当する保険医療機

　　　関又は医師等の員数の基準に該当する保険医療機関でないこと。

　（七）　地方社会保険事務局長に対して当該届出を行う前6月間において，健康保険法（大

　　　正11年法律第70号）第78条第1項の規定に基づく検査等の結果，診療内容又は診

　　　療報酬の請求に関し，不正又は不当な行為が認められたことがないこと。

二　入院時食事療養及び入究時生活療養の　事の　供たる療　に係る特別食

　　疾病治療の直接手段として，医師の発行する食事せんに基づき提供された適切な栄養
　量及び内容を有する腎臓食，肝臓食，糖尿食，胃潰瘍食，貧血食，膵臓食，高脂血症食，

　痛風食，フェニールケトン尿症食，粗糖尿症食，ホモシスチン尿症食，ガラクトース血

　症食，治療乳，無菌食及び特別な場合の検査食（単なる流動食及び軟食を除く。）

7．保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等

　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成18年9月12目　厚生労働省告示第498号）

　　※　特定療養費から保険外併用療養費への再構成に伴う整理

　　※　　「選定療養及び特定療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」（平成14年厚

　　　生労働省告示第88号）は平成18年9月30目限り廃止

8．基本診療料の施設基準等の一部改正

　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成18年9月12目　厚生労働省告示第499号）

　　※　健康保険法等の一部改正等に伴う文言整理
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9．特掲診療料の施設基準等の一部改正

　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成18年9月12目

　　※　健康保険法等の一部改正に伴う文言整理

厚生労働省告示第500号）

10．療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一

　部改正

　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成18年9月12日　厚生労働省告示第501号）

　　※入院時生活療養の創設及び特定療養費から保険外併用療養費への再構成に伴う整

　　　理等

11．厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部

　改正

　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成18年9月12目　厚生労働省告示第502号）

　　※　健康保険法等の一部改正に伴う文言整理（D　P　C関係）

12．厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院及び調整係数

　の一部改正

　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成18年9月12目　厚生労働省告示第503号）

　　※　健康保険法等の一部改正に伴う文言整理（D　P　C関係）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

（別　添）

【別添1】入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準　新旧対照表

【別添2】診療報酬の算定方法　新旧対照表

【別添3】老人保健法の規定による医療並びに入院時食事療養費及び特定療養費に係る療

　　　養の取扱い及び担当に関する基準　新旧対照表

（添付資料）

1．官報（平18．9．8　第4419号抜粋）

　入院時食事療養に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件

　（平18．9．8　厚生労働省告示第485号）

2．官報（平18．9．12　第4421号抜粋）

　①診療報酬の算定方法の一部を改める件

　　（平18．9．12　厚生労働省告示第493号）

　②老人保健法の規定による医療並びに入院時食事療養費及び特定療養費に係る療養の

　　　取扱い及び担当に関する基準の一部を改める件

　　（平18．9．12　厚生労働省告示第494号）

　③厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養を定める件
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（平18．9．12　厚生労働省告示第495号）

④保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法を定める件

（平18．9．12　厚生労働省告示第496号）

⑤入院時食事療養の基準等の一部を改める件

（平18．9．12　厚生労働省告示第497号）

⑥保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等を定める件

（平18．9．12　厚生労働省告示第498号）

⑦基本診療料の施設基準等の一部を改める件

（平18．9．12　厚生労働省告示第499号）

⑧特掲診療料の施設基準等の一部を改める件

（平18．9．12　厚生労働省告示第500号）

⑨療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の

　一部を改める件（平18．9．12　厚生労働省告示第501号）

⑩厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一

　部を改める件（平18．9．12　厚生労働省告示第502号）

⑪厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院及び調整係数

　の一部を改める件（平18．9．12　厚生労働省告示第503号）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（遷罐e籠余煙藩田策ぐマ）

洛　　　　圏　　　照 照　　　　　　　　に

K握酋刺怖曝湘露尼迷ゆ蟹檸爆熱感箒K継歯釧艶燦稲無想迷即釧

　　燦燦湘e撫田…e恥e矯製昆趣恒。欄鱈

Eく墨盤餌檸曝湘無足錐ゆ蟹傾輿獺離5・く選曲州境紫湘榔想迷＠州胆嚢

轍e灘霞e蕊廼戸展櫃足桶9紙製」翼懸濁炉ゆ。一別表　食事療養及び生活療養の費用額算定表

謌黶@食事療養

　　　K盤割購燦稲無想曄ゆ蟹怖腿灘e撫旺e騒e鯨製息睡昼ゆ欄籍

j継歯《齢蟹灘黙想睡ゆ砿襯騨9鰍霞e無想’霞網皇都9緻製」）翼

p～昼ゆ。

ﾊ表
@食事療養の費用額算定表

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　640円
一　1　入院時食事療養1（1食につき）　　　　　　　　　　　640円

1　入院時食事i　I　1食につき）
＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『

@注1　別に　生労　大臣が定める基準に適合しているものとして地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一黶@注1　別に　生労　大臣が定める基　に適合しているものとして地方

一　　方社会保険事務局長に届け出て当該基準による食事療養を行う
社会保険事務局長に届け出て当該基準による食事療養を行う保険

保険医療機関に入院している患者について、当該食事療養を行 医療機関に入院している患者について、当該食事療養を行ったと

ったときに、1日にっき3食を　　として算定する

Q　別に厚生　　大臣が定める　別　を提供したと　は、1　に

■　　　きに、1日につき3　を限　として　定する

一　つき76円を、1日にっき3食を限度として加算する。
き76円を、1日につき3食を限度として加算する。



3
｛

当該患者（療養病棟に人垢する患者を除く。）について、食堂

2
一

にお1る食事療　を行ったときは、1日につき50円を加算する

入院時食事療養（1）を算定する保険医療機関以外の

506円
注
一 険医療機関

に入院している患者について、食事療養を行ったときに、1日に

笙
－

生活療養

㊤　健康保険法第六十三条 二項 二号イに　トる療養（以下r

事の提供たる療養」という。）　〔一　につき） 頸
②　健康保険法第六十三　第二項第二号ロに掲げる療養（£下「温

度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成たる療　　・とい

　
　
0

」
つ

逗
）　（一日につき）　　　　　　　　，　　　　　　　　　遡

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地

方社会保険事務局長に届け出て当該基準による生活療養を行う

保険医療　　に入　している患者について、．当　生活療養を行

ったときに、1に掲げる療養については1日につき3食を限度

　として算定する

2　別に厚生労働大臣が定める特別食を提供したときは、 1に掲

げる療　について　1食につき76円を、1日につき3食を限度

旦　当該患者（療　病棟に入院する患者を除く。）について、食堂

における1に掲げる療養を行ったときは、1日につき50円を加

魅

3
一

当該患者（療養病棟に入院する患者を除く。）について、食堂に

2
一

おける　事療養を行ったと　は、1日につき50円を加　する

注
入

入院時食事療養1を算定する保険医療

　　　　　　　　506円

関以外の保険医療機関に

している患者について、食事療養を行ったときに、1日につき

3食を限度として算定する。



，
Ω
②

且

420円

温　、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成たる療養

　一日につき）　　　　　　　　　　　　・　●　　　　　　　　398円

注　入当時生活療養1を算定する保険医療機関以外の保険医療　関‘

に入院している患者について、生活療養をκつたと’に、1に掲

げる療養については1日につき3食を限度として　定する。 ’
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蚕

鼎　囚　友　阻i駅　帆

◎舗爆辮蕎e鯨製枳愼（昧督十く世世畑聖運細刈田時無膚十日ロに）

（傘紫e羅傘楚溶日量ぐミ）

韻　　　固　　　照 囲
1
ト
い

別表第一 別表第一

　　　　　　　　　　　　　　、繪ﾈ診療報酬点数表 医科診療報酬点数表

［目次］　（略）
■ ［目次］ （略）

第1章基本診療料 第1章 基本診療料

第1部　（略） 第1部　（略）

第2部　入院料等 第2部入院料等

第1節　入院基本料 第1節　入院基本料

区分 区分

八LO1療養病棟入院基本料（1日につき） AIO1 療養病棟入院基本料（1日につ遷）

1　（略） 1 （略）

2　療養病棟入院基本：”2 2 療養病棟入完基本斗2
一一　　　　　　一

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，740点 イ　入院基本料A 顕イ　入院基本料A
一一

（　　　　六十＝　　　　一号及ぴ老人保健法第

十七条第二項第二口　、　①下この表において「生活

療養jという。）を受ける場合にあって1　1　726点）

入院基本料B　　　　　　　　　　　　　　1，344点 旦入院基本料B 1，344点
旦

（生活療養を受ける場合にあっては、1、330点〉



ノ、 1，220点

（生活療養を受ける場合にあ♀ては・1・20§点）

A109

ホ
ー

ム塑　　　　　　　　　　　　　　堕
　　　　　（生活療養を受ける場合にあっては、871点）

入院基本料E　　　　　　　　　　　　　璽
　　　　　（生活療養を受ける場合にあっては、750点）

注1　（略）

　2　注1に規定する病棟以外の療養病棟については、当分

　　の間、地方社会保険事務局長に届け出た場合に限り、当

　　該病棟に入院している患者（第3節の特定入院料を算定

　　する患者を除く。）について、特別入院基本料として、

　　563点（生活療養を四ける場合にあっては、549点｝を算

定できる。

3～5　（略）

有床診療所療養病床入院基本料（1日につき）

1　（略）

旦．直一　工

ロー

ム

入院基本料A　　　　　　　　　　　　　　．　’塑

　　　　　（生活療養を受亘る」場合些あ』2工は、、9與，県〉．

△避旦　　　　　　　　　　　　　陛
　　　　　（生活療養を受ける場Aにあっては、857点）

入院基本料C　　　　　　　　　　　　　　　　764点

　　　　　（生活療養を受ける場合にあっては、750点）

山

A109

ハ　入院基本料C　　　　　　　　　　　　　　　　幽

三勤・　　　　　　「　・　　　魎

杢△塑旦　　　　　　　　　　　　　塵’

注1　（略）

　2　・注1に規定する病棟以外の療養病棟については、当分

　　の間、地方社会保険事務局長に届け出た場合に限り、当

　　該病棟に入院している患者（第3節の特定入院料を算定

　　する患者を除く。）について、特別入院基本料として、

　　563点を算定できる。

　3～5　（略）

有床診療所療養病床入院基本料（1日につき｝

1　（略）

2　有床診療用療養病床人怖基本’2

イ 入ゆ基本料A

旦△麟旦

△2塑⊆

三△幽

艷

幽

幽

墜



（生活療養を受ける場合にあっては、588点）

区分

遡

ホ
一 入院基本料E　　　　　　　　　　　　　塑

　　　　　（生活療養を受ける場合にあっては、506点）

注1　（略）

　2　注1に規定する有床診療所以外の療養病棟については

　　、当分の間、地方社会保険事務局長に届け出た場合に限

　　り、当該病棟に入院している患者（第3節の特定入院料．

　　を算定する患者を除く。）について、特別入院基本料と

　　して、450点（生活養を受ける場合にあっては、436点

）を算定できる。

3～5　（略）

第2節　　（略）

第3節特定入院料

回復期1ハビリテーション病　入 （1日につき）　幽

幽

（生活療養を受ける場合にあっては、1，666点

診療所老人医療管理～（1日につき）

－
一

2
一

14日以内の期間　　　　　　　　　　　　　　　　1，080点

（生活療　を　ける場合にあっては、1，066点）

15日以上の期間　　　　　　　　　　　　　　　　645点

　　　　　　（生活療養を受ける場合にあっては、631点

注1・2　（略）

座ム堕基杢翌旦 幽

区分

A308

注1　（略）

　2　注1に規定する有床診療所以外の療養病棟については

　　、当分の間、地方社会保険事務局長に届け出た場合に限

　　り、当該病棟に入院している患者（第3節の特定入院料

　　を算定する患者を除く。）について、特別入院基本料と

　　して、450点を算定できる。

3～5　（略）

第2節　（略）

第3節　特定入院料

回復期リハビリテーション病棟入院料（1日にっき）　1，680点

A3i6 診療所老人医療管理料（1日につき）

－
一

三曲塑週
陣

注1・2　（略）

噸



区分

A400

3　診療所老人医療管理料を算定した直近の日から30日を経

過しない日に再び診療所老人医療管理を行った場合にあっ

ては、・645点（生活療養を受ける場合にあっては　631点）

を算定する。

第2節　短期滞在手術基本料

短．滞在手術基本料

1　短期滞在手術基本料f　　　　　　　　　　　　　2，800点

2　短期滞在手術基本藍2　　　　　　　　　　　　　4，800点

　　　　　　　　（生活療養を受ける場合にあっては　4772点）

注1～3　（略）

第2章～第4章　　（略）

別表第二・別表第三　　（略）

区分

A400

3　診療所老人医療管理料を算定した直近の日から30日を経

過しない日に再び診療所老人医療管理を行った場合にあっ

ては、645点を算定する。

第2節　短期滞在手術基本料

短期滞在手術基本料

1　短期’在手術基本料

2　短期滞在手術基本’ 聾4，800点．

注1～3　（略）

第2章～第4章　　（略）

別表第二・別表第三　　（略）
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新
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対
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条
　
文

◎
　
老
人
保
健
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
並
び
に
入
院
時
食
事
療
養
費
及
び
特
定
療
養
費
に
係
る
療
養
の
取
扱
い
及
び
担
当
に
関
す
る
基
準
（
昭
和
五
，

十
八
年
厚
生
省
告
示
第
十
四
号
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（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

老
人
保
健
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
並
び
に
入
院
時
食
事
療
養
費
、
入
院
時
生

活
療
養
費
及
　
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
の
取
扱
い
及
び
担
当
に
関

す
る
基
準

目
次

　
第
一
章

保
険
医
療
機
関
等
に
よ
る
医
療
並
び
に
入
院
時
食
事
療
養
費
、

生
活
療
養
費
及
び
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
の
取
扱
い

条
－
第
十
一
条
の
三
）

入
院
時

（
第
一

第
二
章

第
三
章

保
険
医
に
よ
る
医
療
並
び
に
入
院
時
食
事
療
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養

費
及
び
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
の
担
当
（
第
十
二
条
－
第
二

十
三
条
の
二
）

保
険
薬
局
に
よ
る
医
療
の
取
扱
い
並
び
に
保
険
薬
剤
師
に
よ
る
医
療
及

ぴ
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
の
担
当
（
第
二
十
四
条
一
第
三
十

三
条
）

第
一
章
　
保
険
医
療
機
関
等
に
よ
る
医
療
並
び
に
入
院
時
食
事
療
養
費
、
入

院
時
生
活
療
養
費
及
び
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
の
取
扱

現

行

老
人
保
健
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
並
び
に
入
院
時
食
事
療
養
費
及
ぴ
特
定
療

養
費
に
係
る
療
養
の
扱
い
及
び
担
当
に
関
す
る
基
準

目
次

　
第
一
章

第
二
章

第
三
章

保
険
医
療
機
関
等
に
よ
る
医
療
並
び
に
入
院
時
食
事
療
養
費
及
び
特
定

療
養
費
に
係
る
療
養
の
取
扱
い
（
第
一
条
一
第
十
一
条
の
三
）

保
険
医
に
よ
る
医
療
並
び
に
入
院
時
食
事
療
養
費
及
び
特
定
療
養
費
に

係
る
療
養
の
担
当
（
第
十
二
条
－
第
二
十
三
条
の
二
）

保
険
薬
局
に
よ
る
医
療
の
取
扱
い
並
び
に
保
険
薬
剤
師
に
よ
る
医
療
及

び
特
定
療
養
費
に
係
る
療
養
の
担
当
（
第
二
十
四
条
］
第
三
十
三
条
）

第
一
章
　
保
険
医
療
機
関
等
に
よ
る
医
療
並
び
に
入
院
時
食
事
療
養
費
及
び

特
定
療
養
費
に
係
る
療
養
の
取
扱
い

1



い1

　
（
医
療
及
び
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
の
取
扱
い
の
範
囲
〉

第
一
条
　
老
人
保
健
法
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

　
第
二
十
五
条
第
三
項
の
保
険
医
療
機
関
等
で
あ
る
病
院
又
は
診
療
所
（
以
下
「
保

　
険
医
療
機
関
等
」
と
い
う
。
）
が
取
り
扱
う
老
人
保
健
法
に
よ
る
医
療
及
び
保
険
外

併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
（
以
下
「
医
療
及
び
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養

　
」
と
い
う
。
）
の
範
囲
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
五
　
　
（
略
）

　
（
医
療
及
び
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
の
取
扱
方
針
）

第
二
条
　
保
険
医
療
機
関
等
は
、
懇
切
丁
寧
に
医
療
及
ぴ
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係

　
る
療
養
を
取
り
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
保
険
医
療
機
関
等
が
取
り
扱
う
医
療
及
ぴ
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
は
、

　
老
人
の
心
身
の
特
性
を
踏
ま
え
て
、
患
者
（
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
を
受
け
る
こ

　
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
患
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
療
養
上
妥
当
適
切
に
行
わ

　
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
特
に
次
に
掲
げ
る
事
項
に
配
意

　
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
主
と
し
て
老
人
慢
性
疾
患
の
患
者
を
入
院
さ
せ
る
保
険
医
療
機
関
等
そ
の
他

　
　
の
保
険
医
療
機
関
等
が
取
り
扱
う
長
期
入
院
患
者
に
対
す
る
医
療
及
び
保
険
外

　
　
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
は
、
漫
然
か
つ
画
一
的
な
も
の
と
な
ら
な
い
こ
と
。

　
二
　
保
険
医
療
機
関
等
は
、
老
人
の
生
活
の
質
の
確
保
に
資
す
る
見
地
か
ら
、
患

　
　
者
の
家
庭
に
お
け
る
療
養
生
活
を
支
援
し
、
必
要
な
医
療
及
ぴ
保
険
外
併
用
療

　
　
養
費
に
係
る
療
養
を
妥
当
適
切
に
提
供
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

　
（
医
療
及
び
特
定
療
養
費
に
係
る
療
養
の
取
扱
い
の
範
囲
）

第
一
条
　
老
人
保
健
法
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

　
第
二
十
五
条
第
三
項
の
保
険
医
療
機
関
等
で
あ
る
病
院
若
し
く
は
診
療
所
又
は
法

第
三
十
一
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
（
以
下

「
保
険
医
療
機
関
等
」
と
い
う
。
）
が
取
り
扱
う
老
人
保
健
法
に
よ
る
医
療
及
ぴ
矧

定
療
養
費
に
係
を
療
養
（
以
下
「
医
療
及
び
特
定
療
養
費
に
係
る
療
養
」
と
い
う
。
）

の
範
囲
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
五
　
（
略
）

　
（
医
療
及
び
特
定
療
養
費
に
係
る
療
養
の
取
扱
方
針
）

第
二
条
　
保
険
医
療
機
関
等
は
、
懇
切
丁
寧
に
医
療
及
び
特
定
療
養
費
に
係
る
療
養

　
を
取
り
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
保
険
医
療
機
関
等
が
取
り
扱
う
医
療
及
び
特
定
療
養
費
に
係
る
療
養
は
、
老
人

　
の
心
身
の
特
性
を
踏
ま
え
て
、
患
者
（
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
を
受
け
る
こ
と
が

　
で
き
る
者
で
あ
る
患
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
療
養
上
妥
当
適
切
に
行
わ
れ
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
特
に
次
に
掲
げ
る
事
項
に
配
意
ル
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
主
と
し
て
老
人
慢
性
疾
患
の
患
者
を
入
院
さ
せ
す
保
険
医
療
機
関
等
そ
の
他

　
　
の
保
険
医
療
機
関
等
が
取
り
扱
う
長
期
入
院
患
者
に
対
す
る
医
療
及
び
特
定
療

　
　
養
費
に
係
る
療
養
は
、
漫
然
か
つ
画
一
的
な
も
の
と
な
ら
な
い
こ
と
。

　
二
　
保
険
医
療
機
関
等
は
、
老
人
の
生
活
の
質
の
確
保
に
資
す
る
見
地
か
ら
、
患

　
・
者
の
家
庭
に
お
け
る
療
養
生
活
を
支
援
し
、
必
要
な
医
療
及
び
特
定
療
養
費
に

　
　
係
る
療
養
を
妥
当
適
切
に
提
供
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
』

2



　
（
適
正
な
手
続
の
確
保
〉

第
二
条
の
三
　
保
険
医
療
機
関
等
は
、
そ
の
担
当
す
る
医
療
及
び
保
険
外
併
用
療
養

劉
に
係
る
療
養
に
関
し
、
厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
対
す
る
必
要
な

　
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
手
続
並
び
に
医
療
及
び
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養

　
に
要
す
る
費
用
の
請
求
に
係
る
手
続
を
適
正
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
（
老
人
保
健
事
業
の
健
全
な
運
営
の
確
保
）

第
二
条
の
四
　
保
険
医
療
機
関
等
は
、
そ
の
担
当
す
る
医
療
及
び
保
険
外
併
用
療
養

　
費
に
係
る
療
養
に
関
し
、
老
人
保
健
事
業
（
法
に
よ
る
保
健
事
業
の
う
ち
医
療
（

　
医
療
費
の
支
給
を
含
む
。
）
及
び
側
劇
烈
囲
劉
剃
劉
の
支
給
（
医
療
費
の
支
給
を

　
含
む
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
健
全
な
運
営
を
損
な
う
こ
と
の
な
い
よ
う
努

　
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
鴨

　
（
特
定
の
保
険
薬
局
へ
の
誘
導
の
禁
止
）

第
二
条
の
五
　
保
険
医
療
機
関
等
は
、
当
該
保
険
医
療
機
関
等
に
お
い
て
医
療
及
び

　
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
を
担
当
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
（
以
下
「
保

　
険
医
」
と
い
う
。
）
の
行
う
処
方
せ
ん
の
交
付
に
関
し
、
患
者
に
対
し
て
特
定
の
保

　
険
薬
局
に
お
い
て
調
剤
を
受
け
る
べ
き
旨
の
指
示
等
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

2
　
（
略
）

　
（
掲
示
）
．

第
二
条
の
六
　
保
険
医
療
機
関
等
は
、
そ
の
病
院
又
は
診
療
所
の
見
や
す
い
場
所
に
、

　
第
五
条
の
三
第
四
項
、
第
五
条
の
三
の
二
第
四
項
及
び
第
五
条
の
四
第
二
項
に
規

　
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
事
項
を
掲
示
し
な
け
れ
ぼ

　
な
ら
な
い
。

　
（
適
正
な
手
続
の
確
保
）

第
二
条
の
三
　
保
険
医
療
機
関
等
は
、
そ
の
担
当
す
る
医
療
及
び
特
定
療
養
費
に
係

　
る
療
養
に
関
し
、
厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
対
す
る
必
要
な
申
請
、

　
届
出
そ
の
他
の
手
続
並
び
に
医
療
及
ぴ
特
定
療
養
費
に
係
る
療
養
に
要
す
る
費
用

、
の
請
求
に
係
る
手
続
を
適
正
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
老
人
保
健
事
業
の
健
全
な
運
営
の
確
保
）

第
二
条
の
四
　
保
険
医
療
機
関
等
は
、
そ
の
担
当
す
る
医
療
及
び
特
定
療
養
費
に
係

　
る
療
養
に
関
し
、
老
人
保
健
事
業
（
法
に
よ
る
保
健
事
業
の
う
ち
医
療
（
医
療
費

　
の
支
給
を
含
む
。
）
及
び
劉
劃
劃
の
支
給
（
医
療
費
の
支
給
を
含
む
。
）
を
い

　
う
．
以
下
同
じ
。
）
の
健
全
な
運
営
を
損
な
う
こ
と
の
な
い
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な

　
ら
な
い
。

　
（
特
定
の
保
険
薬
局
へ
の
誘
導
の
禁
止
）

第
二
条
の
五
　
保
険
医
療
機
関
等
は
、
当
該
保
険
医
療
機
関
等
に
お
い
て
医
療
及
び

　
特
定
療
養
費
に
係
る
療
養
を
担
当
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
（
以
下
「
保
険
医
」

　
と
い
う
。
）
の
行
う
処
方
せ
ん
の
交
付
に
関
し
、
患
者
に
対
し
て
特
定
の
保
険
薬
局

　
に
お
い
て
調
剤
を
受
け
る
べ
き
旨
の
指
示
等
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

2
　
（
略
）

　
（
掲
示
）

第
二
条
の
六
　
保
険
医
療
機
関
等
は
、
そ
の
病
院
又
は
診
療
所
の
見
や
す
い
場
所
に
、

第
五
条
の
三
第
四
項
及
び
第
五
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
事
項
み
ほ
か
、
別
に

　
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
事
項
を
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
受
給
資
格
の
確
認
）

第
三
条
　
保
険
医
療
機
関
等
は
、
患
者
か
ら
医
療
又
は
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る

　
療
養
を
受
け
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
の
提
示
す
る
健
康
手
帳

　
に
よ
つ
て
医
療
を
受
け
る
資
格
が
あ
る
こ
と
を
確
か
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

　
だ
し
、
緊
急
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
っ
て
健
康
手
帳
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き

　
な
い
愚
者
で
あ
っ
て
医
療
を
受
け
る
資
格
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
も
の
に

　
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

2
　
保
険
医
療
機
関
等
は
、
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八

条
第
二
十
五
項
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
（
以
下
「
介
護
老
人
保
健
施
設

」
と
い
う
。
）
の
入
所
者
で
あ
る
患
者
（
以
下
「
施
設
入
所
者
」
と
い
う
。
）
か
ら

医
療
又
は
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
（
医
科
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受

け
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
の
樋
示
す
る
健
康
手
帳
に
よ
つ
て

施
設
入
所
者
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
（
医
療
及
ぴ
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
の
記
録
の
記
載
）

第
四
条
　
保
険
医
療
機
関
等
は
、
患
者
に
対
し
て
行
っ
た
医
療
及
び
保
険
外
併
用
療

　
養
費
に
係
る
療
養
に
関
し
、
そ
の
者
の
健
康
手
帳
の
医
療
の
記
録
に
係
る
ペ
ー
ジ

　
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
一
部
負
担
金
の
受
領
等
）

第
五
条
例
圏
は
、
法
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
一
部
負
担
金
、
法

第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
食
事
療
養
標
準
負
担
額
（
同
項
の
規
定

　
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
が
食
事
療
養
標
準
負
担
額
に
満
た
な
い
と
き
は
、
当

該
費
用
の
額
と
す
る
。
以
下
単
に
『
食
事
療
養
標
準
負
担
額
」
と
い
う
。
）
及
び
法

第
三
十
一
条
の
二
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
生
活
療
養
標
準
負
担
額
（
同
項
の
規

定
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
が
生
活
療
養
標
準
負
担
額
に
満
た
な
い
と
き
は
、

　
、
（
受
給
資
格
の
確
認
）

第
三
条
　
保
険
医
療
機
関
等
は
、
患
者
か
ら
医
療
又
は
特
定
療
養
費
に
係
る
療
養
を

　
受
け
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
の
提
示
す
る
健
康
手
帳
に
よ
つ

　
て
医
療
を
受
け
る
資
格
が
あ
る
こ
と
を
確
か
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

緊
急
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
っ
て
健
康
手
帳
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
患

　
者
で
あ
づ
て
医
療
を
受
け
る
資
格
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て

　
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

2
　
保
険
医
療
機
関
等
は
、
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八

条
第
二
十
五
項
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
（
以
下
「
介
護
老
人
保
健
施
設

　
」
と
い
う
，
）
の
入
所
者
で
あ
る
患
者
（
以
下
「
施
設
入
所
者
」
と
い
う
。
）
か
ら

　
医
療
又
は
特
定
療
養
費
に
係
る
療
養
（
医
科
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
る
こ

　
と
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
砂
提
示
す
る
健
康
手
帳
に
よ
つ
て
施
設
入

　
所
者
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
医
療
及
び
特
定
療
養
費
に
係
る
療
養
の
記
録
の
記
載
）

第
四
条
　
保
険
医
療
機
関
等
は
、
患
者
に
対
し
て
行
っ
た
医
療
及
び
特
定
療
養
費
に

　
係
る
療
養
に
関
し
、
そ
の
者
の
健
康
手
帳
の
医
療
の
記
録
に
係
る
ペ
ー
ジ
に
必
要

　
な
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（一

舶
薗
S
金
の
受
領
等
）

第
五
条
法
第
二
十
五
条
第
三
項
の
保
険
医
療
機
関
等
で
あ
る
病
院
又
は
診
療
所
（

以
下
こ
の
条
及
び
第
五
条
の
四
第
一
項
に
お
い
て
「
保
険
医
療
機
関
」
と
い
う
。
）

は
、
法
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
一
部
負
担
金
及
び
法
弟
三
十
一
条
の
二
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
標
準
負
担
額
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
が
標

準
負
担
額
に
満
た
な
い
と
き
は
、
当
該
費
用
の
額
と
す
る
。
以
下
単
に
「
標
準
負

担
額
」
と
い
う
。
）
の
支
払
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

4



当
該
費
用
の
額
と
す
る
。
以
下
単
に

払
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。
　
，

「
生
活
療
養
標
準
負
担
額
」
と
い
う
。
）
の
支

2
　
保
険
医
療
機
関
等
は
、
法
第
十
七
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
食
事
療
養
（

以
下
「
食
事
療
養
」
と
い
う
。
）
に
関
し
、
当
該
療
養
に
要
す
る
費
用
の
範
囲
内
に

お
い
て
法
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
を
超
え

る
金
額
の
支
払
を
、
法
第
十
七
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
生
活
療
養
（
以
下

「
生
活
療
養
」
と
い
う
。
）
に
関
し
、
当
該
療
養
に
要
す
る
費
用
の
範
囲
内
に
お
い

て
法
第
三
十
一
条
の
二
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
を
超
え

　
る
金
額
の
支
払
を
、
法
第
十
七
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
評
価
療
養
（
以
下

　
「
評
価
療
養
」
と
い
う
。
）
又
は
同
　
　
四
号
に
規
定
す
る
選
定
療
養
（
以
下
「
選

定
療
養
」
と
い
う
。
）
に
関
し
、
当
該
療
養
に
要
す
る
費
用
の
範
囲
内
に
お
い
て
法

　
第
三
十
一
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
保
険
外
併
用
療
養
費
算
定
額
を
超
え
る
金

額
の
支
払
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
保
険
医
療
機
関
等
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
保
険
医
療
機
関
の
病
棟
に

　
お
け
る
医
療
及
ぴ
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
に
関
し
て
前
二
項
の
規
定
に

　
よ
る
支
払
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
医
療
及
び
保
険
外
併
用
療

養
費
に
係
る
療
養
を
行
う
に
当
た
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
患
者
に
対
し
そ
の
受
領
方

法
に
関
し
て
説
明
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
保
険
医
療
機
関
は
、
食
事
の
提
供
た
る
療
養
（
法
第
十
七
条
第
五
号
に
掲
げ
る

療
養
と
併
せ
て
行
う
も
の
に
限
る
。
以
下
「
食
事
療
養
」
と
い
う
。
）
に
関
し
、
当

該
療
養
に
要
す
る
費
用
の
範
囲
内
に
お
い
て
法
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
を
超
え
る
金
額
の
支
払
を
、
法
第
三
十
一
条
の
三
第

　
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
選
定
療
養
に
関
し
、
当
該
療
養
に
要
す
る
費
用
の
範
囲

内
に
お
い
て
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
療
養
費
算
定
額
を
超
え
る
金
額
の
支

払
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
保
険
医
療
機
関
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
保
険
医
療
機
関
の
病
棟
に
お

け
る
医
療
及
び
特
定
療
養
費
に
係
る
療
養
に
関
し
て
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
支
払

を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
医
療
及
び
特
定
療
養
費
に
係
る
療
養

を
行
う
に
当
た
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
患
者
に
対
し
そ
の
受
領
方
法
に
関
し
て
説
明

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条
の
二
　
法
第
三
十
一
条
の
三
第
↓
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
承
認
保
険
医

療
機
関
（
次
項
、
次
条
第
一
項
、
第
十
八
条
、
第
十
九
条
第
三
項
及
ぴ
第
三
十
条

に
お
い
て
、
「
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
と
い
う
。
）

は
、
法
第
二
十
八
条
に
規

定
す
る
一
部
負
担
金
（
食
事
療
養
を
行
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
一
部
負
担

金
に
相
当
す
る
額
及
ぴ
標
準
負
担
額
の
合
算

る
も
の
と
す
る
。

）
に
相
当
す
る
額
の
支
払
を
受
け

21

特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
は
、
食
事
療
養
及
び
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
医
療

5



、

　
（
領
収
証
の
交
付
）

菜
五
条
の
二
　
保
険
医
療
機
関
等
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
患
者
か
ら
費
用
の
支
払

　
を
受
け
る
と
き
は
、
正
当
な
理
由
が
な
い
限
り
、
個
別
の
費
用
ご
と
に
区
分
し
て

　
記
載
し
た
領
収
証
を
無
償
で
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
（
食
事
療
養
）

第
五
条
の
三
　
保
険
医
療
機
関
等
は
、
そ
の
入
院
患
者
に
対
し
て
食
事
療
養
を
行
う

　
に
当
た
っ
て
は
、
病
状
に
応
じ
て
適
切
に
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
提
供
す
る
食
事

　
の
内
容
の
向
上
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
保
険
医
療
機
関
等
は
、
食
事
療
養
を
行
う
場
合
に
磯
次
項
に
規
定
す
る
場
合

　
を
除
き
、
食
事
療
養
標
準
負
担
額
の
支
払
を
曳
け
る
こ
と
に
よ
り
食
事
を
提
供
す

　
る
も
の
と
す
る
。

3
　
保
険
医
療
機
関
等
は
、
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
支
払
を
受
け
て
食
事
療

養
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
療
養
に
ふ
さ
わ
し
い
内
容
の
も
の
と
す
る
ほ
か
、
当

該
療
養
を
行
う
に
当
た
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
患
者
に
対
し
そ
の
内
容
及
び
費
用
に
．

関
し
て
説
明
を
行
い
、
そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

養
担
当
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
厚
生
省
令
第
十
五
号
。
以
下
「
療
担
規
則
」
と
い

う
。
）
第
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
高
度
先
進
医
療
で
あ
る
療
養
（
当
該
特
定

測
認
保
険
医
療
機
関
が
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
特
定
承
認

保
険
医
療
機
関
の
承
認
並
び
に
保
険
医
及
ぴ
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
省
令
（

昭
和
三
十
二
年
厚
生
省
令
第
十
三
号
）
第
五
条
の
二
に
規
定
す
る
施
設
基
準
に
適

合
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
て
行
う
も
の
に
限
る
。
以
下

同
じ
。
）
そ
の
他
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養
に
関
し
、
当
該
療
養
に
要
す

る
費
用
の
範
囲
内
に
お
い
て
法
第
三
十
一
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
療
養

費
算
定
額
を
超
え
る
金
額
の
支
払
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
領
収
証
の
交
付
）

第
五
条
の
二
の
二
　
保
険
医
療
機
関
等
は
、
前
二
条
の
規
定
に
よ
り
患
者
か
ら
費
用

　
の
支
払
を
受
け
る
と
き
は
、
正
当
な
理
由
が
な
い
限
り
、
個
別
の
費
用
ご
と
に
区

　
分
し
て
記
載
し
た
領
収
証
を
無
償
で
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
食
事
療
養
）

第
五
条
の
三
　
保
険
医
療
機
関
等
は
、
そ
の
入
院
患
者
に
対
し
て
食
事
療
養
を
行
う

　
に
当
た
っ
て
は
ハ
病
状
に
応
じ
て
適
切
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
と
も
に
、

　
そ
の
提
供
す
る
食
事
の
内
容
の
向
上
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
保
険
医
療
機
関
等
は
、
食
事
療
養
を
行
う
場
合
に
は
、
次
項
に
規
定
す
る
場
合

　
を
除
き
、
標
準
負
担
額
の
支
払
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
食
事
を
提
供
す
る
も
の
と

す
る
。

3
　
保
険
医
療
機
関
等
は
、
第
五
条
第
二
項
又
は
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
支
払

を
受
け
て
食
事
療
養
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
療
養
に
ふ
さ
わ
し
い
内
容
の
も
の

　
と
す
る
ほ
か
、
当
該
療
養
を
行
う
に
当
た
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
患
者
に
対
し
そ
の

　
内
容
及
び
費
用
に
関
し
て
説
明
を
行
い
、
そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



4
　
（
略
）

（
生
活
療
養
）

第
五
条
の
三
の
二
　
保
険
医
療
機
関
等
は
、
そ
の
入
院
患
者
に
対
し
て
生
活
療
養
を

行
う
に
当
た
っ
て
は
、
病
、

食
事
の
内
容
の
向
上
並
び
に

に
応
じ
て
適
切
に
行
う
と
と
も
に
、

度
、
照
明
及

　
　
　
　
　
　
　
そ
の
提
供
す
る

給
水
に
関
す
る
適
切
な
療
養
環
境

朝

の
形
成
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

保
険
医
療
機
関
等
は
、
生
活
療
養
を
行
う
場
合
に
は
、
次
項
に
規
定
す
る
場
合

訓
を
除
き
、
生
活
療
養
標
準
負
担
額
の
支
払
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
食
事
を
提
供
し
、

温
度
、
照
明
及
び
給
水
に
関
す
る
適
切
な
療
養
環
境
を
形
成
す
る
も
の
と
す
る
。

保
険
医
療
機
関
等
は
、
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
支
払
を
受
け
て
生
活
療

養
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
療
養
に
ふ
さ
わ
し
い
内
容
の
も
の
と
す
る
ほ
か
、
当

該
療
養
を
行
う
に
当
た
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
患
者
に
対
し
そ
の
内
容
及
び
費
用
に

41
関
し
て
説
明
を
行
い
、
そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

保
険
医
療
機
関
等
は
、
そ
の
病
院
又
は
診
療
所
の
病
棟
等
の
見
や
す
い
場
所
に
、

前
項
の
療
養
の
内
容
及
び
費
用
に
関
す
る
事
項
を
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
（
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
の
基
準
等
）

第
五
条
の
四
　
保
険
医
療
機
関
等
は
ハ
評
価
療
養
又
は
選
定
療
養
に
関
し
て
第
五
条

　
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
支
払
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
療
養
を

　
行
う
に
当
た
り
、
そ
の
種
類
及
び
内
容
に
応
じ
て
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準

　
に
従
う
ほ
か
、
あ
ら
か
じ
め
、
患
者
に
対
し
そ
の
内
容
及
び
費
用
に
関
し
て
説
明

　
を
行
い
、
そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
　
（
略
）

（
特
定
療
養
費
に
係
る
療
養
の
基
準
等
）

第
五
条
の
四
　
保
険
医
療
機
関
は
、
法
第
三
十
一
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す

剤
選
定
療
養
に
関
し
て
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
支
払
を
受
け
よ
う
と
す
る

場
合
に
お
い
て
、
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
は
、
療
担
規
則
第
五
条
の
二
第
二
項

に
規
定
す
る
高
度
先
進
医
療
で
あ
る
療
養
そ
の
他
第
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す

る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養
に
関
し
て
同
項
の
規
定
に
よ
る
支
払
を
受
け
よ

う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
療
養
を
行
う
に
当
た
り
、
そ
の
種
類
及
び
内
容

に
応
じ
て
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
か
、
あ

ら
か
じ
め
、
患
者
に
対
し
そ
の
内
容
及
び
費
用
に
関
し
て
説
明
を
行
い
、
そ
の
同

7



2
　
　
（
略
）

　
〔
診
療
録
の
記
載
及
び
整
備
）

第
八
条
保
険
医
療
機
関
等
は
、
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
診
療
録
に
、
医
療
及

　
び
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
の
取
扱
い
に
関
し
必
要
な
事
項
を
記
載
し
、

　
こ
れ
を
他
の
診
療
録
と
区
別
し
て
整
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
帳
簿
等
の
保
存
）

第
九
条
　
保
険
医
原
機
関
等
は
、
医
療
及
び
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
の
取

　
扱
い
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
そ
の
他
の
記
録
を
そ
の
完
結
の
日
か
ら
三
年
間
保

存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
患
者
の
診
療
録
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
完
結

　
の
日
か
ら
五
年
間
と
す
る
。

　
（
通
知
）

第
十
条
　
保
険
医
療
機
関
等
は
、
患
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

　
に
は
、
遅
滞
な
く
、
意
見
を
付
し
て
、
そ
の
旨
を
当
該
患
者
の
居
住
地
を
管
轄
す

　
る
市
町
村
長
（
特
別
区
の
区
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

　
一
～
二
　
（
略
）

　
三
　
正
当
な
理
由
な
し
に
医
療
又
は
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
に
関
す
る

　
　
指
示
に
従
わ
な
い
と
き
。

　
四
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
っ
て
医
療
又
は
保
険
外
併
用
療
養
費
の
支
給

　
　
を
受
け
、
又
は
受
け
よ
う
と
し
た
と
き
。

〔
報
告
）

2

　意
（を
略得
）な
　　け
　　れ
　　ば
　　な
　　ら
　　な

　　い
　　o

　
（
診
療
録
の
記
載
及
び
整
備
）

第
八
条
　
保
険
医
療
機
関
等
は
、
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
診
療
録
に
、

　
び
特
定
療
養
費
に
係
る
療
養
の
取
扱
い
に
関
し
必
要
な
事
項
を
記
載
し
、

　
他
の
診
療
録
と
区
別
し
て
整
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

医
療
及

こ
れ
を

　
（
帳
簿
等
の
保
存
）

第
九
条
　
保
険
医
療
機
関
等
は
、
医
療
及
び
特
定
療
養
費
に
係
る
療
養
の
取
扱
い
に

　
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
そ
の
他
の
記
録
を
そ
の
完
結
の
日
か
ち
三
年
間
保
存
し
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
患
者
の
診
療
録
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
完
結
の
日
か

　
ら
五
年
間
と
す
る
。

　
（
通
知
）

第
十
条
　
保
険
医
療
機
関
等
は
、
患
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

　
に
は
、
遅
滞
な
く
、
意
見
を
付
し
て
、
そ
の
旨
を
当
該
患
者
の
居
住
地
を
管
轄
す

　
る
市
町
村
長
（
特
別
区
の
区
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

　
一
～
二
　
（
略
）

　
三
　
正
当
な
理
由
な
し
に
医
療
又
は
特
定
療
養
費
に
係
る
療
養
に
関
す
る
指
示
に

　
　
従
わ
な
い
と
き
。

　
四
　
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
っ
て
医
療
又
は
特
定
療
養
費
の
支
給
を
受
け
、

　
　
又
は
受
け
よ
う
と
し
た
と
き
。

（
報
告
）



第
十
』
条
の
三
　
保
険
医
療
機
関
等
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医
療
及
び
保
険

外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
の
取
扱
い
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知

事
に
定
期
的
に
報
告
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
章
　
　
保
険
医
に
よ
る
医
療
並
び
に
入
院
時
食
事
療
養
費
、
入
院
時
生
活

療
養
費
及
び
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
の
担
当

　
（
特
殊
療
法
等
の
禁
止
〉
　
　
　
　
　
　
．

第
十
八
条
　
保
険
医
は
、
特
殊
な
療
法
又
は
新
し
い
療
法
等
に
つ
い
て
は
、

　
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
も
の
の
ほ
か
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

　
（
使
用
医
薬
品
及
ぴ
歯
科
材
料
）

第
十
九
条
　
　
（
略
）

2
　
（
略
）

別
に
厚

　
　
（
診
療
の
具
体
的
方
針
）

第
二
十
条
　
医
師
で
あ
る
保
険
医
の
診
療
の
具
体
的
方
針
は
、
第
十
二
条
か
ら
前
条

　
ま
で
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　
一
　
診
察

　
　
イ
　
（
略
）

　
　
ロ
　
健
康
診
査
は
、
医
療
ま
た
は
保
険
外
併
用
療
養
費
の
支
給
の
対
象
と
し
て

第
十
一
条
の
三
　
保
険
医
療
機
関
等
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医
療
及
び
特
定

　
療
養
費
に
係
る
療
養
の
取
扱
い
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知
事
に
定

　
期
的
に
報
告
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
章

保
険
医
に
よ
る
医
療
並
び
に
入
院
時
食
事
療
養
費
及
び
特
定
療
養

費
に
係
る
療
養
の
担
当

　
（
特
殊
療
法
等
の
禁
止
）

第
十
八
条
　
保
険
医
は
、
特
殊
な
療
法
又
は
新
し
い
療
法
等
に
つ
い
て
は
、
別
に
厚

　
生
労
働
大
臣
み
定
め
る
も
の
の
ほ
か
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
定
承
認

保
険
医
療
機
関
に
お
い
て
行
う
療
担
規
則
第
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
高
度

先
進
医
療
で
あ
る
療
養
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
（
使
用
医
薬
品
及
び
歯
科
材
料
）

第
十
九
条
　
（
略
）

2
　
（
略
）

3

保
険
医
が
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
に
お
い
て
行
う
療
担
規
則
第
五
条
の
二
第

二
項
に
規
定
す
る
高
度
先
進
医
療
で
あ
る
療
養
に
つ
い
て
は
、

適
用
し
な
い
。

前
二
項
の
規
定
は

　
（
診
療
の
具
体
的
方
針
獄

第
二
十
条
　
医
師
で
あ
る
保
険
医
の
診
療
の
具
体
的
方
針
は
、
第
十
二
条
か
ら
前
条

　
ま
で
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　
一
　
診
察

　
　
イ
　
（
略
）

　
　
ロ
　
健
康
診
査
は
、
医
療
ま
た
は
特
定
療
養
費
の
支
給
の
対
象
と
し
て
行
っ
て

9



・
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。
、

　
ハ
　
（
略
）

二
～
八
　
　
（
略
）

　
（
歯
科
診
療
の
具
体
的
方
針
）

第
二
十
｝
条
歯
科
医
師
で
あ
る
保
険
医
の
診
療
の
具
体
的
方
針
は
、
第
十
二
条
か

　
ら
第
十
九
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す

　
る
。

　
一
　
診
察

　
　
イ
　
（
略
）

　
　
ロ
　
健
康
診
査
は
、
医
療
ま
た
は
保
険
外
併
用
療
養
費
の
支
給
の
対
象
と
し
て

　
　
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
ハ
　
（
略
）

　
二
～
九
　
（
略
）

九1一る
　　o

十1

労
働
■

1
　
　
　
　
　
　
　
　
一
↑
　
次
1ハ
縺@　は

　　　　　（鴻C　　　。第十歯
@　診　　十一科　　ン

ト1へ1ホ1二1ハ1ロ1イ1労　　　　　　働

次

■　1

@～ハ
@八　　は

大 に ＿な健（察 九条診　　に 副 抗 精 慢 高 結 性 大 に （な
臣 掲 （略ら康略 条　　療　　よ 腎 生 神 性 血 核 病 臣 掲 （略ら
の げ 略）な診） ま歯の　　る 皮 物 科 胃 圧 の の の げ 略）な
定 る ）　　い査 で科具　　治 質 質 の 炎 症 治 治 定 る ）　　　い
め
る
と

治
療
の

。は　、 の医体　　療
K師的定で方

ホ
ノ
レ
モ

製
剤
に

裟
凄

の
治
療

療 療 め
る
と

治
療
の

o

こ 治 療 にあ針 ン よ 瘍 こ 治
ろ 療 ま よる）

、

る 及 ろ 療
に 方 た る保 副 治 び に 方
よ 針 は ほ険 腎 療 十 よ 針
る

、

特 か医 皮 二 る
、

ほ 治 定 ’の 質 指 ほ 治
か 療 療 次診 刺 腸 か 療
’、

O
各

基
準
及

養
費
の

に療
戟
ホ
ノ
レ

鶏
の 、

前
各

基
準
及

号 び 支 る体 モ 治 び
に
定

治
療

給
の

と的こ方
ン
及

療 に
定

治
療

め 方 対 ろ針 ぴ め 方
る 法 象 には 性 る 法
と

は と よ　’ 腺 と
は

こ 、 し る第 刺 こ 、

ろ 別 て も十 戟 ろ 別
に に 行 の二 ホ に に
よ 厚 つ と条 ノレ よ 厚
る
0

生 て すか モ
る
o

生
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（
適
正
な
費
用
の
請
求
の
確
保
）

第
二
十
三
条
の
二
　
保
険
医
は
、
そ
の
行
っ
た
診
療
に
関
す
る
情
報
の
提
供
等
に
つ

　
い
て
、
保
険
医
療
機
関
等
が
行
う
医
療
及
び
保
険
外
併
用
療
養
費
に
関
す
る
療
養

　
に
要
す
る
費
用
の
請
求
が
適
正
な
も
の
と
な
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
章
　
保
険
薬
局
に
よ
る
医
療
の
取
扱
い
並
び
に
保
険
薬
剤
師
に
よ
る
医

　
　
　
療
及
び
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
の
担
当

　
（
適
正
な
手
続
の
確
保
）

第
二
十
五
条
の
二
　
保
険
薬
局
は
、
そ
の
担
当
す
る
医
療
及
ぴ
保
険
外
併
用
療
養
費

　
に
係
る
療
養
に
関
し
、
厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
対
す
る
必
要
な
申

　
請
、
届
出
そ
の
他
の
手
続
並
び
に
医
療
及
び
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
に

　
要
す
る
費
用
の
請
求
に
係
る
手
続
を
適
正
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
医
療
及
び
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
の
記
録
の
記
載
）

第
二
十
六
条
の
三
　
保
険
薬
局
は
、
患
者
に
対
し
て
行
っ
た
医
療
及
ぴ
保
険
外
併
用

　
療
養
費
に
係
る
療
養
に
関
し
、
そ
の
者
の
健
康
手
帳
の
医
療
の
記
録
に
係
る
ぺ
一

　
ジ
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
な
サ
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
一
部
負
担
金
の
受
領
等
）

第
二
十
六
条
の
四
　
（
略
）

2
　
保
険
薬
局
は
、
評
価
療
養
又
は
選
定
療
養
に
関
し
、
当
該
療
養
に
要
す
る
費
用

　
の
範
囲
内
に
お
い
て
法
第
三
十
一
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
保
険
外
併
用
療
養

ロ1イ1

歯
槽
膿
漏
症
の
治
療

抗
生
物
質
製
剤
に
よ
る
治
療

　
（
適
正
な
費
用
の
請
求
の
確
保
）

第
二
十
三
条
の
二
　
保
険
医
は
、
そ
の
行
っ
た
診
療
に
関
す
る
情
報
の
提
供
等
に
つ

　
い
て
、
保
険
医
療
機
関
等
が
行
う
医
療
及
び
特
定
療
養
費
に
関
す
る
療
養
に
要
す

　
る
費
用
の
請
求
が
適
正
な
も
の
と
な
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
章
　
保
険
薬
局
に
よ
る
医
療
の
取
扱
い
並
び
に
保
険
薬
剤
師
に
よ
る
医

　
　
　
療
及
び
特
定
療
養
費
に
係
る
療
養
の
担
当

（
適
正
な
手
続
の
確
保
）

第
二
十
五
条
の
二
　
保
険
薬
局
は
、
そ
の
担
当
す
る
医
療
及
び
特
定
療
養
費
に
係
る

　
療
養
に
関
し
、
厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
対
す
る
必
要
な
申
請
、
届

　
出
そ
の
他
の
手
続
並
び
に
医
療
及
び
特
定
療
養
費
に
係
る
療
養
に
要
す
る
費
用
の

　
請
求
に
係
る
手
続
を
適
正
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
医
療
及
び
特
定
療
養
費
に
係
る
療
養
の
記
録
の
記
載
）

第
二
十
六
条
の
三
　
保
険
薬
局
は
、
患
者
に
対
し
て
行
っ
た
医
療
及
ぴ
特
定
療
養
費

　
に
係
る
療
養
に
関
し
、
そ
の
者
の
健
康
手
帳
の
医
療
の
記
録
に
係
る
ペ
ー
ジ
に
必

　
要
な
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
回
部
負
担
金
の
受
領
等
）

第
二
十
六
条
の
四
　
（
略
）

2
　
保
険
薬
局
は
、
法
第
三
十
一
条
の
三
第
｝
項
第
二
号
に
規
定
す
る
選
定
療
養
に

関
し
、
当
該
療
養
に
要
す
る
費
用
の
範
囲
内
に
お
い
て
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
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費
算
定
額
を
超
え
る
金
額
の
支
払
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
調
剤
の
一
般
的
方
針
）

第
三
十
条
　
保
険
医
療
機
関
等
に
お
い
て
医
療
及
び
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療

　
養
を
担
当
す
る
薬
剤
師
（
以
下
「
保
険
薬
剤
師
」
と
い
う
。
）
は
、
老
人
の
心
身
の

　
特
性
を
踏
ま
え
て
、
保
険
医
が
交
付
し
た
処
方
せ
ん
に
基
づ
き
、
患
者
の
療
養
上

　
妥
当
適
切
に
調
剤
並
び
に
薬
学
的
管
理
及
び
指
導
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
適
正
な
費
用
の
請
求
の
確
保
）

第
三
十
三
条
・
保
険
薬
剤
師
は
、
そ
の
行
っ
た
調
剤
に
関
す
る
情
報
の
提
供
等
に
つ

　
い
て
、
保
険
薬
局
が
行
う
医
療
及
び
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
に
要
す
る

費
用
の
請
求
が
適
正
な
も
の
と
な
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

特
定
療
養
費
算
定
額
を
超
え
る
金
額
の
支
払
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
調
剤
の
一
般
的
方
針
）

第
三
十
条
　
法
第
二
十
五
条
第
三
項
の
保
険
医
療
機
関
等
又
は
特
定
承
認
保
険
医
療

　
棚
閲
に
お
い
て
医
療
及
ぴ
特
定
療
養
費
に
係
る
療
養
を
担
当
す
る
薬
剤
師
（
以
下

　
「
保
険
薬
剤
師
」
と
い
う
。
）
は
、
老
人
の
心
身
の
特
性
を
踏
ま
え
て
、
保
険
医
が

　
交
付
し
た
処
方
せ
ん
に
基
づ
き
、
患
者
の
療
養
上
妥
当
適
切
に
調
剤
並
び
に
薬
学

　
的
管
理
及
び
指
導
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
適
正
な
費
用
の
請
求
の
確
保
）

第
三
士
二
条
保
険
薬
剤
師
は
、
そ
の
行
っ
た
調
剤
に
関
す
る
情
報
の
提
供
等
に
つ

　
い
て
、
保
険
薬
局
が
行
う
医
療
及
び
特
定
療
養
費
に
係
る
療
養
に
要
す
る
費
用
の

　
請
求
が
適
正
な
も
の
と
な
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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O
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る
国
債
の
買
入
消
却
に
関
す
る
件

　
　
　
（
財
務
三
三
七
）

　
O
登
録
有
形
文
化
財
の
登
録
を
抹
消
し
た
件

　
　
　
（
文
部
科
学
二
二
〇
）

　
O
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
有
料
老
人
ホ
ー

　
　
ム
の
設
置
者
等
が
講
ず
べ
き
措
置
の
一
部

　
　
を
改
正
す
る
件
（
厚
生
労
働
四
八
二
）

　
O
指
定
居
宅
介
護
支
援
に
要
す
る
費
用
の
額

　
　
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
一
部
を
改
正
す

　
　
る
件
（
同
四
八
三
）

　
○
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
指
定
介
護
予
防

　
　
支
援
の
委
託
に
係
る
離
島
そ
の
他
の
地
域

　
　
の
基
準
を
定
め
る
件
（
同
四
八
四
）

　
O
入
院
時
食
事
療
養
に
係
る
食
事
療
養
の
費

　
　
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
一
部
を

　
　
改
正
す
る
件
（
同
四
八
五
）

　
O
健
康
保
険
の
食
事
療
養
に
係
る
標
準
負
担

　
　
額
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

　
　
　
（
同
四
八
六
）

　
○
老
人
保
健
の
食
事
療
養
に
係
る
標
準
負
担

　
　
額
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

　
　
　
（
同
四
八
七
）

　
O
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
三

　
　
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣

　
　
が
定
め
る
者
を
定
め
る
件
（
同
四
八
八
）

　
O
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
二
条
第
六
項

　
　
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣

　
　
が
定
め
る
疾
病
を
定
め
る
件
（
同
四
八
九
）

　
O
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
第
十
六

　
　
条
第
一
項
及
び
国
民
健
康
保
険
法
第
四
十

　
　
五
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働

　
　
大
臣
の
定
め
る
診
療
報
酬
請
求
書
の
一
部

　
　
を
改
正
す
る
件
（
同
四
九
〇
）

　
O
漁
港
の
指
定
等
の
一
部
を
改
正
す
る
件

　
　
　
（
農
林
水
産
一
二
三
六
）

　
O
中
小
企
業
信
用
保
険
法
第
二
条
第
三
項
第

　
　
一
号
の
事
業
者
を
指
定
す
る
件

　
　
　
（
経
済
産
業
二
七
八
）

　
O
道
路
に
関
す
る
件

　
　
　
（
九
州
地
方
整
備
局
一
五
六
、
一
五
七
）

二一一三三四

［
＞五　　　 四

省内
　閣

六七八

〔
人
事
異
動
〕

○

総
務
省
　
外
務
省
　
財
務
省
　
環
境

〔
官
庁
報
告
〕

　
　
　
　
官
庁
事
項

公
調
委
平
成
十
七
年
（
フ
）
第
四
号
鹿
児
島

県
川
辺
郡
笠
沙
町
地
内
の
岩
石
採
取
計
画
不

認
可
処
分
に
対
す
る
取
消
裁
定
申
請
事
件
の

審
理
（
公
害
等
調
整
委
員
会
公
示
一
三
）

中
国
地
方
整
備
局
公
示
（
中
国
地
方
整
備
局
）

国
土
調
査
法
に
基
づ
く
国
土
調
査
と
同
一
の

効
果
が
あ
る
も
の
と
し
て
の
指
定
の
公
告

（
国
土
交
通
省
）

〔
公
　
　
告
〕

諸
事
項

官
庁

　
財
団
、
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
、
農
地

　
の
買
収
前
の
所
有
者
等
へ
の
売
払
通
知
に

　
代
え
る
公
告
、
公
示
送
達
、
建
設
業
の
営

　
業
の
停
止
命
令
関
係

裁
判
所

　
相
続
、
失
踪
、
破
産
、
免
責
、
特
別
清
算
、

　
再
生
関
係

特
殊
法
人
等

　
職
員
の
免
職
・
懲
戒
処
分
関
係

地
方
公
共
団
体

　
公
債
償
還
（
東
京
都
区
）
、
教
育
職
員
免

　
許
状
失
効
関
係

会
社
そ
の
他

八　二三三三一三毒気

こ八　　　◇と号法令法
貧貧1

と）の（の
ｵの適政道

本
　た施用令用
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@期関二関
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公
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参
れ
う
た
ま
し

口
写
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ｷ第　　る
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O
文
部
科
学
省
告
示
第
百
三
十
号

　
文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
八
年
七

月
五
日
付
け
を
も
っ
て
次
の
表
に
掲
げ
る
登
録
有
形
文
化
財
の
登
録
を
抹
消
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ

き
告
示
す
る
。

　
　
平
成
十
八
年
九
月
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
部
科
学
大
臣
　
小
坂
　
憲
次

名
　
　
　
称

構
造
及
び
形
式

関
係
告
示

所
在
地

松
城
家
住
宅
主
屋

木
造
二
階
建
、
瓦
葺
、
建
築
面
積
三
二
四
平
方
メ
ー
ト
ル

松
城
家
住
宅
ミ
セ

木
造
二
階
建
、
瓦
葺
、
建
築
面
積
三
二
平
方
メ
ー
ト
ル

平
成
十
一
年
文
部
省
告
示
第
百
七
十
三
号

松
城
家
住
宅
文
庫
蔵

木
造
二
階
建
、
瓦
葺
、
建
築
面
積
二
九
平
方
メ
ー
ト
ル

平
成
十
一
年
文
部
省
告
示
第
百
七
十
三
号

松
城
家
住
宅
東
土
蔵

木
造
二
階
建
、
瓦
葺
、
建
築
面
積
四
二
平
方
メ
ー
ト
ル

平
成
十
一
年
文
部
省
告
示
第
百
七
十
三
号

松
城
家
住
宅
北
土
蔵

木
造
二
階
建
、
瓦
葺
、
建
築
面
積
三
二
平
方
メ
ー
ト
ル

石
造
、
塀
延
長
八
○
・
○
メ
ー
ト
ル

石
造
、
塀
延
長
八
・
O
メ
ー
ト
ル

旧
西
陣
電
話
局

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
一
部
木
造
三
階
建
、
ス
レ
ー
ト
葺
、
建
築
面
積
四
八
九
平
方
メ
ー
ト
ル

京
都
府
京
都
市
上
京
区
油
小
路
通
中
立
売
下
る
甲
斐
守
町
九
七
他

神
戸
市
水
道
局
布
引
五
本
松
堰
堤
（
布
引
ダ
ム
）

コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
堰
堤
、
高
さ
三
三
メ
ー
ト
ル
、
長
さ
一
一
〇
メ
ー
ト
ル

兵
庫
県
神
戸
市
中
央
区
葺
合
町
山
都

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
八
十
二
号

　
老
人
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
厚
生
省
令
第
二
十
八
号
）
第
一
条
の
十
三
及
び
第
二
十
条
の
十
の
規
定
に

基
づ
き
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
設
置
者
等
が
講
ず
べ
き
措
置
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告

示
第
二
百
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
平
成
十
八
年
九
月
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
川
崎
　
二
郎

　
第
一
号
二
中
「
イ
か
ら
ハ
」
を
「
イ
か
ら
二
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
二
を
同
号
ホ
と
し
、
同
号
ハ
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

　
二
　
信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
と
の
間
に
お
い
て
、
保
全
金
額
に
つ
き
前
払
金
を
支
払
っ
た
入
居
者
を
受
益
者
と

　
　
す
る
信
託
契
約
（
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
十
八
年
法
律
第
四
十
三
号
）
第
五
条

　
　
ノ
四
の
規
定
に
よ
り
元
本
補
て
ん
の
契
約
を
し
た
も
の
又
は
信
託
契
約
に
よ
り
保
全
金
額
に
相
当
す
る
部
分
が
保

　
　
全
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
を
締
結
す
る
こ
と
。

　
第
二
号
二
中
「
イ
か
ら
ハ
」
を
「
イ
か
ら
二
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
二
を
同
号
ホ
と
し
、
同
号
ハ
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

　
二
　
信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
と
の
間
に
お
い
て
、
保
全
金
額
に
つ
き
一
時
金
を
支
払
っ
た
入
居
者
を
受
益
者
と

　
　
す
る
信
託
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
。

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
八
十
三
号

　
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
士
パ
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
に

要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
平
成
十
八
年
九
月
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
川
崎
　
二
郎

　
別
表
中
イ
注
1
ω
中
「
漁
耳
び
謹
曲
疎
薄
」
の
下
に
「
（
蹴
楼
繍
お
勘
識
田
畑
π
湛
冊
叫
酬
輯
貯
瞭
蓮
》
岡
な
満
δ
崩

蹴
構
π
難
脹
叫
び
誉
虹
π
｛
蚤
酵
針
叫
伽
遡
」
曲
雌
踏
餅
粥
く
。
）
」
を
加
え
る
。

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
八
十
四
号

　
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
八
号
）
第
十
三

条
第
二
十
五
号
及
び
指
定
介
護
予
防
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
支
援
等
に
係
る
介
護
予

防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
七
号
）
第
十
二
条
第
五
号

の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
指
定
介
護
予
防
支
援
の
委
託
に
係
る
離
島
そ
の
他
の
地
域
の
基
準
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
平
成
十
八
年
九
月
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
川
崎
　
二
郎

　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
指
定
介
護
予
防
支
援
の
委
託
に
係
る
離
島
そ
の
他
の
地
域
の
基
準

　
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
八
号
）
第
十
三

条
第
二
十
五
号
及
び
指
定
介
護
予
防
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
支
援
等
に
係
る
介
護
予

防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
七
号
）
第
十
二
条
第
五
号

に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
は
、
当
該
離
島
そ
の
他
の
地
域
が
次
に
掲
げ
る
地
域
に
該
当
す
る
こ
と
と

す
る
。

　
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
地
域
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
二
十
四
号
）
に
定
め
る
地
域
に
該
当
す
る
地
域

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
八
十
五
号

　
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
入
院
時
食
事
療
養

費
に
係
る
食
事
療
養
の
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
九
十
九
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
同
日
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に
要
す
る
費
用

の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。

　
　
平
成
十
八
年
九
月
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
川
崎
　
二
郎

　
題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
入
院
時
食
事
療
養
費
に
係
る
食
事
療
養
及
び
入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
生
活
療
養
の
費
用
の
額
の
算
定
に
関

　
　
　
す
る
基
準

　
本
則
中
「
に
係
る
食
事
療
養
」
の
下
に
「
及
び
入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
生
活
療
養
」
を
加
え
る
。

　
別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

曽
凱

　
ゆ
舞
購
淵
q
貯
強
熱
瀦
3
勘
曲
慧
城
柵
畑

醤
t
　
騨
珊
鵡
嚇

　
一
　
》
配
黒
船
無
効
眺
H
）
（
一
ゆ
π
o
嘩
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
“
。
ヨ

　
　
蒔
一
　
雲
〔
輯
時
球
塵
湯
田
な
満
δ
が
膳
描
や
∩
顧
ゆ
C
《
ぐ
ふ
酢
3
㏄
C
べ
溶
叶
洋
吟
究
弼
無
韻
如
拠
〔
副
耳
旺

　
　
　
　
ぺ
鵬
難
蹴
避
〔
％
が
ゆ
蝦
購
蹴
蛍
州
ゆ
癇
癖
園
鵡
醸
翼
〔
》
湿
C
ぺ
ぐ
ふ
醜
墜
〔
o
ぐ
為
ノ
脹
禦
ゆ
蝸
懸
購

　
　
　
　
酵
識
。
洋
伴
曄
π
ノ
一
聖
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第二　生活療養

　1　入院時生活療養（D

　　（1）健康保険法第六十三条第二項第二号イ及び老人保健法第十七条第二項第二号イに掲げる療養

　　　（以下r食事の提供たる療養」という。）（1食につき）　　　　　　　　　　　　　　554円

　　（2）健康保険法第六十三条第二項第二号ロ及び老人保健法第十七条第二項第二号ロに掲げる療養

　　　（以下「温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成たる療養」という。）（1日につき）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　398円

　　注1　別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出

　　　　て当該基準による生活療養を行う保険医療機関に入院している患者について、当該生活療養

　　　　を行ったときに、（1）に掲げる療養については1日につき3食を限度として算定する。

　　　2　別に厚生労働大臣が定める特別食を提供したときは、（1）に掲げる療養について、1食につ

　　　　きγ6円を、1日につき3食を限度として加算する。

　　　3　当該患者（療養病棟に入院する患者を除く。）について、食堂における（1）に掲げる療養を行っ

　　　　たときは、1日につき50円を加算する。

　2　入院時生活療養（m

　　（1）食事の提供たる療養（1食につき）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　420円

　　（2）温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成たる療養（1日につき）　　　　　398円

　　注　入院時生活療養（Dを算定する保険医療機関以外の保険医療機関に入院している患者につい

　　　て、生活療養を行ったときに、（1）に掲げる療養については1日につき3食を限度として算定す

　　　る。
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及

　
び
調
整
係
数
の
一
部
を
改
め
る
件

　
（
同
五
〇
三
）

O
計
量
法
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
ロ
の
指

　
定
を
し
た
届
出
製
造
事
業
者
を
指
定
し
た

　
件
（
経
済
産
業
二
八
O
）

O
共
同
溝
を
建
設
す
る
件

　
（
中
国
地
方
整
備
局
八
二
）

〇
一
級
河
川
石
狩
川
水
系
真
動
別
川
に
お
け

　
る
河
川
区
域
の
用
途
廃
止
に
関
す
る
件

　
（
北
海
道
開
発
局
八
三
）

〔
国
会
事
項
〕

〔
人
事
異
動
〕

内
閣
　
法
務
省
　
財
務
省
　
会
計
検
査
院

〔
皇
室
事
項
〕

〔
官
庁
報
告
〕

官
庁
事
項

北
海
道
開
発
局
公
示
（
北
海
道
開
発
局
）

　
　
　
　
公
聴
会

労
働
基
準
法
第
百
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
公

聴
会
の
開
催
に
つ
い
て
（
厚
生
労
働
省
）

八九九九九九九

〔
資

閣
議
決
定
等
事
項

〔
公

料
〕

告
〕

諸
事
項

官
庁

　
財
団
、
有
権
者
申
出
方
、
司
法
書
士
懲
戒

　
処
分
、
農
地
の
買
収
前
の
所
有
者
等
へ
の

　
売
払
通
知
に
代
え
る
公
告
、
建
設
業
の
許

　
可
の
取
消
処
分
関
係

裁
判
所

　
相
続
、
公
示
催
告
、
失
踪
、
破
産
、
免
責
、

　
特
別
清
算
、
会
社
更
生
、
再
生
関
係

会
社
そ
の
他

九
一〇二八
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ブタノール

ハ

　　4000　　　3000　　2000　　　　　　　1500　　　　　　　10CO　　　　　600
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Wa》enロmber［㎝・1】

　駅N　懸轟鼻e籠。　蟹余寝牽・肇悼期掛⑩蘇e野卜日日着区Aミ外ムひ心くe皿e尽忠碁e1皿
如員蝦ゆ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　ブタノーノレ

Butanol

　　　　　　　　　　　　　　　　／へ〉／＼㎝

C4H・・O　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分子量　74．12

But冠n－1－01　　［71－36－3］

含量本品は，ブタノール（C4H、。0）99．5％以上を含む。

性状本品は，無色透明な液体で，特有のにおいがある。
確認試験　本品を赤外吸収スペクトル測定法中の液膜法により測定し，本品のスペクトルを参照スペ

　クトルと比較するとき，同一波数のところに同様の強度の吸収を認める。

純度試験　（1）屈折率　n菖1ニ1．393～1．404

　（2）比重　0．807～O．809（25℃）

　（3）酸価　2．0以下（香料試験法）

　（4）ジブチルエーテル0．15％以下

　　　定量法を準用してガスクロマトグラフィーを行うとき，ジブチルエーテルのピーク面積は，全

　　ピークの合計面積の0．15％以下である。ただし，ジブチルエーテル・ブタノール溶液（15→

　　10，000）1μ1につき，試験するとき，ブタノールとジブチルエーテルのピークが完全に分離する

　　操作条件を用いる。

定量法　香料試験法中の香料のガスクロマトグラフィーの面積百分率法の操作条件（2）により定量す

　る。

　蕪N　懸暴鼻e論匹　運旺期斜e腎卜目口’、トAど冬ムP心＜e皿e気慰孫e1皿如呂辰ゆ。

ブタノール

　ブタノールは，着香の目的以外に使用してはならない。

○回訓菱R越知剥01旨駅91皿《十IlI中

　製題肇鰹更帥e1最知督円価ゆ鴬世（降径十く措誕雌釈く十一1巾い）e溜に息吐y籠轟轟蚕e賦製

頼挺（降遷幸く揖阻釧題越細01旨駅《→一110に）e1爺如碁e舶ゆ慰渚H⊃’降遷辛く酬一皿1田長患

蟹旺価ゆ。喫製⊃’匝血温想にρ嘉製騒欄想馴赫ゆ細田e緊e賦製慰03ト麺’麺縛運湛e屋慰舶ゆ

｝J劃劃赫♪Q。

　　蒔遷幸く針《殴十11田　　　　　　　　　　　　　　　　　睡釧球趣十く囲　三鞍　日量

　藻欄鼠1凶斜釦描く一〇一eNe想一兵面起の悩Pさ孟e論余如尽e輸い思渚奮ゆ。

　　　　2　療養病棟入院基本料2
　　　　　イ　入院基本料A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，740点

　　　　　　　　（健康保険法第六十三条第二項第二号及び老人保健法第十七条第二項第二号の療養

　　　　　　　　　（以下この表において「生活療養」という。）を受ける場合にあっては、1，726点）

　　　　　ロ　入院基本料B　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，344点

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（生活療養を受ける場合にあっては、1，330点）

　　　　　ハ　入院基本料C　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，220点

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（生活療養を受ける場合にあっては、1，206点）

　　　　　二　入院基本料D　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　885点

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（生活療養を受ける場合にあっては、871点）

　　　　　ホ　入院基本料E　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　764点

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（生活療養を受ける場合にあっては、750点）

　長欄駅1凶魚聯ゆく一〇一eNe想N任「563点」e気慰「（生活療養を受ける場合にあっては、549

点）」如暴戻ゆ。

　誌照駅1凶余細砂く一〇σ）eNe想一兵面起頃悩駒さまe籠余知恩e輸い息潜£ゆ。

　　　　2　有床診療所療養病床入院基本料2

　　　　　イ　入院基本料A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　975点

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（生活療養を受ける場合にあっては、961点）

ロ　入院基本料B

ハ　入院基本料C

二　入院基本料D

ホ　入院基本料E

　　　　　　　　　　　　　　　　　871点

（生活療養を受ける場合にあっては、857点）

　　　　　　　　　　　　　　　　　764点

（生活療養を受ける場合にあっては、750点）

　　　　　　　　　　　　　　　　　602点

（生活療養を受ける場合にあっては、588点）

　　　　　　　　　　　　　　　　　520点

（生活療養を受ける場合にあっては、506点）

　展飛駅1凶余晦ゆ＜HOσ）eNe想N任r450点」e気慰「（生活療養を受ける場合にあっては、436

点）」如暴虞ゆ。

　霞網駅1凶斜釦P＜のoooe想一翼為想Nさ孟e論余如冬e絶い建替倉ゆ。

A308　回復期リハビリテーション病棟入院料（1日につき）　　　　　　　　　　　　　　1，680点

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（生活療養を受ける場合にあっては、1，666点）

　展駕蕪1凶斜卸P＜の一㊤e想一兵面起。つ桶Pゴ孟e論余如気e妬ゆ息渚倉ゆ。

A316　診療所老人医療管理料（1日につき）

　　　　1　14日以内の期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，080点

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（生活療養を受ける場合にあっては、1，066点）

　　　　2　15日以上の期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　645点

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（生活療養を受ける場合にあっては、631点）
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別
表
第
一
区
分
番
号
A
3
1
6
の
注
3
中
「
。
温
海
」
の
次
に
「
（
肝
煎
縣
騨
蒔
煽
耳
ぴ
晶
ゆ
“
∩
猷
O
パ
“
野
。
ω
H
海
）
」

を
加
え
る
。

　
別
表
第
一
区
分
番
号
A
4
0
0
の
2
の
注
1
か
ら
注
3
ま
で
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
　
一
　
醐
薀
蓄
酎
噸
謡
講
軽
輩
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
N
噂
。
。
。
。
抵

　
　
　
　
N
　
醐
謡
講
耐
湿
書
蹴
針
重
N
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
“
噂
。
。
。
。
抵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
許
疎
娘
騨
蒔
熊
蝉
ぶ
緬
吟
π
猷
o
d
興
、
“
・
『
認
歎
）

○
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
九
十
四
号

　
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
老
人
保
健
法
の
規

定
に
よ
る
医
療
並
び
に
入
院
時
食
事
療
養
費
及
び
特
定
療
養
費
に
係
る
療
養
の
取
扱
い
及
び
担
当
に
関
す
る
基
準
（
昭

和
五
十
八
年
厚
生
省
告
示
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
　
平
成
十
八
年
九
月
十
二
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
川
崎
　
二
郎

　
題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
老
人
保
健
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
並
び
に
入
院
時
食
事
療
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養
費
及
び
保
険
外
併
用
療
養

　
　
　
費
に
係
る
療
養
の
取
扱
い
及
び
担
当
に
関
す
る
基
準

　
目
次
中
「
入
院
時
食
事
療
養
費
及
び
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
食
事
療
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養
費
及
び
保
険
外

併
用
療
養
費
」
に
、
「
医
療
及
び
特
定
療
養
費
」
を
「
医
療
及
び
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
第
一
章
の
章
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
第
一
章
　
保
険
医
療
機
関
等
に
よ
る
医
療
並
び
に
入
院
時
食
事
療
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養
費
及
び
保
険
外
併

　
　
　
　
　
　
　
用
療
養
費
に
係
る
療
養
の
取
扱
い

　
第
一
条
の
見
出
し
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
条
中
「
若
し
く
は
診
療
所
又
は
法

第
三
十
一
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
「
又
は
診
療
所
」
に
、
「
特
定
療
養
費
」

を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
第
二
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
及
び
第
二
条
の
三
か
ら
第
二
条
の
五
ま
で
の
規
定
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併

用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
第
二
条
の
六
中
「
第
五
条
の
三
第
四
項
」
の
下
に
「
、
第
五
条
の
三
の
二
第
四
項
」
を
加
え
る
。

　
第
三
条
及
び
第
四
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
第
五
条
第
一
項
中
「
法
第
二
十
五
条
第
三
項
の
保
険
医
療
機
関
等
で
あ
る
病
院
又
は
診
療
所
（
以
下
こ
の
条
及
び
第

五
条
の
四
第
一
項
に
お
い
て
「
保
険
医
療
機
関
」
と
い
う
。
）
」
を
「
保
険
医
療
機
関
等
」
に
、
「
標
準
負
担
額
」
を
「
食

事
療
養
標
準
負
担
額
」
に
、
「
と
い
う
。
）
の
」
を
「
と
い
う
。
）
及
び
法
第
三
十
一
条
の
二
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
生
活

療
養
標
準
負
担
額
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
が
生
活
療
養
標
準
負
担
額
に
満
た
な
い
と
き
は
、
当
該

費
用
の
額
と
す
る
。
以
下
単
に
「
生
活
療
養
標
準
負
担
額
」
と
い
う
。
）
の
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
保
険
医
療
機

関
」
を
「
保
険
医
療
機
関
等
」
に
、
「
食
事
の
提
供
た
る
療
養
（
法
第
十
七
条
第
五
号
に
掲
げ
る
療
養
と
併
せ
て
行
う
も

の
に
限
る
。
」
を
「
法
第
十
七
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
食
事
療
養
（
」
に
、
「
法
第
三
十
一
条
の
三
第
一
項
第
二
号

に
規
定
す
る
選
定
療
養
」
を
「
法
第
十
七
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
生
活
療
養
（
以
下
「
生
活
療
養
」
と
い
う
。
）

に
関
し
、
当
該
療
養
に
要
す
る
費
用
の
範
囲
内
に
お
い
て
法
第
三
十
一
条
の
二
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た

費
用
の
額
を
超
え
る
金
額
の
支
払
を
、
法
第
十
七
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
評
価
療
養
（
以
下
「
評
価
療
養
」
と

い
う
。
）
又
は
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
選
定
療
養
（
以
下
「
選
定
療
養
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
同
条
第
二
項
」
を
「
法
第

三
十
一
条
の
三
第
二
項
」
に
、
「
特
定
療
養
費
算
定
額
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
算
定
額
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

「
保
険
医
療
機
関
」
を
「
保
険
医
療
機
関
等
」
に
、
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
第
五
条
の
二
を
削
る
。

　
第
五
条
の
二
の
二
中
「
前
二
条
」
を
「
前
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
の
二
と
す
る
。

　
第
五
条
の
三
第
一
項
中
「
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
行
う
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
標
準
負
担
額
」

を
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
又
は
前
条
第
二
項
」
を
削
り
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を

加
え
る
。

　
（
生
活
療
養
）

第
五
条
の
三
の
二
　
保
険
医
療
機
関
等
は
、
そ
の
入
院
患
者
に
対
し
て
生
活
療
養
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
病
状
に
応

　
じ
て
適
切
に
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
提
供
す
る
食
事
の
内
容
の
向
上
並
び
に
温
度
、
照
明
及
び
給
水
に
関
す
る
適
切

　
な
療
養
環
境
の
形
成
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
保
険
医
療
機
関
等
は
、
生
活
療
養
を
行
う
場
合
に
は
、
次
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
き
、
生
活
療
養
標
準
負
担
額

　
の
支
払
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
食
事
を
提
供
し
、
温
度
、
照
明
及
び
給
水
に
関
す
る
適
切
な
療
養
環
境
を
形
成
す
る

　
も
の
と
す
る
。

3
　
保
険
医
療
機
関
等
は
、
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
支
払
を
受
け
て
生
活
療
養
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
療
養

　
に
ふ
さ
わ
し
い
内
容
の
も
の
と
す
る
ほ
か
、
当
該
療
養
を
行
う
に
当
た
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
患
者
に
対
し
そ
の
内
容

　
及
び
費
用
に
関
し
て
説
明
を
行
い
、
そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
　
保
険
医
療
機
関
等
は
、
そ
の
病
院
又
は
診
療
所
の
病
棟
等
の
見
や
す
い
場
所
に
、
前
項
の
療
養
の
内
容
及
び
費
用

　
に
関
す
る
事
項
を
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
五
条
の
四
の
見
出
し
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
保
険
医
療
機

関
」
を
「
保
険
医
療
機
関
等
」
に
、
「
法
第
三
十
一
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
」
を
「
評
価
療
養
又
は
」
に
改

め
、
「
、
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
は
、
療
担
規
則
第
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
高
度
先
進
医
療
で
あ
る
療
養
そ
の

他
第
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養
に
関
し
て
同
項
の
規
定
に
よ
る
支
払
を
受
け
よ
う

と
す
る
場
合
に
お
い
て
」
を
削
り
、
「
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
従
う
」
に
改
め
る
。

　
第
八
条
か
ら
第
十
条
ま
で
の
規
定
及
び
第
十
一
条
の
三
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
第
二
章
の
章
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
第
二
章
　
保
険
医
に
よ
る
医
療
並
び
に
入
院
時
食
事
療
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養
費
及
び
保
険
外
併
用
療
養
費

　
　
　
　
　
　
　
に
係
る
療
養
の
担
当

　
第
十
八
条
た
だ
し
書
及
び
第
十
九
条
第
三
項
を
削
る
。

　
第
二
十
条
第
一
号
ロ
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
条
第
九
号
を
削
る
。

　
第
二
十
一
条
第
一
号
ロ
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
条
第
十
号
を
削
る
。

　
第
二
十
三
条
の
二
、
第
三
章
の
章
名
、
第
二
十
五
条
の
二
及
び
第
二
十
六
条
の
三
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
特
定
療

養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
第
二
十
六
条
の
四
第
二
項
中
「
法
第
三
十
一
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
」
を
「
評
価
療
養
又
は
」
に
、
「
同

条
第
二
項
」
を
「
法
第
三
十
一
条
の
三
第
二
項
」
に
、
「
特
定
療
養
費
算
定
額
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
算
定
額
」
に

改
め
る
。

　
第
三
十
条
中
「
法
第
二
十
五
条
第
三
項
の
保
険
医
療
機
関
等
又
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
「
保
険
医
療
機
関

等
」
に
、
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
第
三
十
三
条
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

○
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
九
十
五
号

　
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
厚
生
労
働
大
臣
の

定
め
る
評
価
療
養
及
び
選
定
療
養
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
し
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定

め
る
選
定
療
養
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
五
号
）
は
、
平
成
十
八
年
九
月
三
十
日
限
り
廃
止
す
る
。

　
　
平
成
十
八
年
九
月
十
二
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
川
崎
　
二
郎

　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
評
価
療
養
及
び
選
定
療
養

第
一
条
　
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
六
十
三
条
第
二
項
第
三
号
及
び
老
人
保
健
法
（
昭
和
五
十

　
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
十
七
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
評
価
療
養
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

　
一
　
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
先
進
医
療
（
先
進
医
療
ご
と
に
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準
に
適

　
　
合
す
る
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

　
二
　
薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
二
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
治
験
（
人
体
に
直
接
使
用
さ

　
　
れ
る
薬
物
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
診
療

　
三
　
薬
事
法
第
二
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
治
験
（
機
械
器
具
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
診
療
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四
　
薬
事
法
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
者
が
製
造
し
、
又
は
輸

　
　
入
し
た
当
該
承
認
に
係
る
医
薬
品
（
人
体
に
直
接
使
用
さ
れ
る
も
の
に
限
り
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も

　
　
の
を
除
く
。
）
の
投
与
（
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準
に
適
合
す
る
病
院
若
し
く
は
診
療
所
又
は
薬
局

　
　
に
お
い
て
当
該
承
認
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
九
十
日
以
内
に
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

　
五
　
薬
事
法
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
者
が
製
造
し
、
又
は
輸

　
　
入
し
た
当
該
承
認
に
係
る
医
療
機
器
（
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
の
使
用
又
は
支
給
（
別
に

　
　
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準
に
適
合
す
る
病
院
若
し
く
は
診
療
所
又
は
薬
局
に
お
い
て
保
険
適
用
を
希
望

　
　
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
百
四
十
日
以
内
に
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

　
六
　
使
用
薬
剤
の
薬
価
（
薬
価
基
準
×
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
九
十
五
号
）
に
収
載
さ
れ
て
い
る
医
薬
品

　
　
（
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
の
投
与
で
あ
っ
て
、
薬
事
法
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
十
九
条

　
　
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
に
係
る
用
法
、
用
量
、
効
能
又
は
効
果
と
異
な
る
用
法
、
用
量
、
効
能
又
は
効

　
　
果
に
係
る
も
の
（
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
条
件
及
び
期
間
の
範
囲
内
で
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

第
二
条
　
健
康
保
険
法
第
六
十
三
条
第
二
項
第
四
号
及
び
老
人
保
健
法
第
十
七
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
選
定
療

　
養
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

　
一
　
特
別
の
療
養
環
境
の
提
供

　
二
　
予
約
に
基
づ
く
診
察

　
三
　
保
険
医
療
機
関
（
老
人
保
健
法
第
二
十
五
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
病
院
及
び
診
療
所
を
含
む
。
）
が
表
示

　
　
す
る
診
療
時
間
以
外
の
時
間
に
お
け
る
診
察

　
四
　
病
床
数
が
二
百
以
上
の
病
院
に
つ
い
て
受
け
た
初
診
（
他
の
病
院
又
は
診
療
所
か
ら
の
文
書
に
よ
る
紹
介
が
あ

　
　
る
場
合
及
び
緊
急
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
受
け
た
も
の
を
除
く
。
）

　
五
　
病
床
数
が
二
百
以
上
の
病
院
に
つ
い
て
受
け
た
再
診
（
当
該
病
院
が
他
の
病
院
（
病
床
数
が
二
百
未
満
の
も
の

　
　
に
限
る
。
）
又
は
診
療
所
に
対
し
て
文
書
に
よ
る
紹
介
を
行
う
旨
の
申
出
を
行
っ
て
い
な
い
場
合
及
び
緊
急
そ
の
他

　
　
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
受
け
た
も
の
を
除
く
。
）

　
六
　
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
九
十
二
号
）
に
規
定
す
る
回
数
を
超
え
て
受
け
た

　
　
診
療
で
あ
っ
て
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の

　
七
　
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
計
算
し
た
入
院
期
間
が
百
八
十
日
を
超
え
た
日
以
後
の
入
院
及
び

　
　
そ
の
療
養
に
伴
う
世
話
そ
の
他
の
看
護
（
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
状
態
等
に
あ
る
者
の
入
院
及
び
そ
の
療

　
　
養
に
伴
う
世
話
そ
の
他
の
看
護
を
除
く
。
）

　
八
　
前
歯
部
の
鋳
造
歯
冠
修
復
に
使
用
す
る
金
合
金
又
は
白
金
加
金
の
支
給

　
九
　
金
属
床
に
よ
る
総
義
歯
の
提
供

　
十
　
齲
蝕
に
罹
患
し
て
い
る
患
者
（
齲
蝕
多
発
傾
向
を
有
し
な
い
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
継
続
的
な
指
導
管
理
を

　
　
要
す
る
も
の
に
対
す
る
指
導
管
理

○
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
九
十
六
号

　
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
保
険
外
併
用
療
養

費
に
係
る
療
養
に
つ
い
て
の
費
用
の
額
の
算
定
方
法
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
し
、
特

定
療
養
費
に
係
る
療
養
に
つ
い
て
の
費
用
の
額
の
算
定
方
法
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
一
号
）
は
平
成
十

八
年
九
月
三
十
日
限
り
廃
止
す
る
。
た
だ
し
、
同
日
以
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。

　
　
平
成
十
八
年
九
月
十
二
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
川
崎
　
二
郎

　
　
　
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
に
つ
い
て
の
費
用
の
額
の
算
定
方
法

　
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
八
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
療
養
（
同
法
第
六
十
三
条
第
二
項

第
一
号
に
規
定
す
る
食
事
療
養
及
び
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
生
活
療
養
を
除
く
。
）
及
び
老
人
保
健
法
（
昭
和
五
十
七

年
法
律
第
八
十
号
）
第
三
十
一
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
療
養
（
同
法
第
十
七
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
食
事

療
養
及
び
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
生
活
療
養
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
の
費
用
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
診
療
報
酬
の

算
定
方
法
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
九
十
二
号
）
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
別
表
第
一
の
上
欄

に
掲
げ
る
療
養
を
行
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
療
養
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
別
表
第
二
の

上
欄
に
掲
げ
る
療
養
を
行
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
点
数
を
用
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
算
定
す
る
も
の

と
す
る
。

別
表
第
一

薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
二
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
治
験
（
人
体
に
直
接
使
用
さ
れ
る
薬
物
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
診
療

薬
事
法
第
二
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
治
験
（
機
械
器
具
等
に
係
る
も
の
に
限
り
、
同
法
第
八
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
自
ら
治
験
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
診
療

　∞@　o㎜

前
歯
部
の
鋳
造
歯
冠
修
復
に
金
合
金
又
は
白
金
加
金
を
使
用
し
た
療
養

前
歯
部
の
鋳
造
歯
冠
修
復
に
歯
科
鋳
造
用
金
銀
パ
ラ
ジ
ウ
ム
合
金
を
使
用
し
た
療
養

総
義
歯
の
床
部
に
金
属
を
使
用
し
た
療
養

総
義
歯
の
床
部
に
熱
可
塑
性
樹
脂
を
使
用
し
た
療
養

別
表
第
二

入
院
期
間
が
百
八
十
日
を
超
え
た
日
以
後

の
入
院
に
係
る
療
養

上
欄
の
療
養
に
係
る
所
定
点
数
か
ら
、
当
該
所
定
点
数
を
構
成
す

る
点
数
で
あ
っ
て
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
に
百
分
の

十
五
を
乗
じ
た
点
数
を
控
除
し
た
点
数

○
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
九
十
七
号

　
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
入
院
時
食
事
療
養

の
基
準
等
（
平
成
六
年
厚
生
省
告
示
第
二
百
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
八
年
十
月
一
日
か

ら
適
用
す
る
。

　
　
平
成
十
八
年
九
月
十
二
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
川
崎
　
二
郎

　
題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
入
院
時
食
事
療
養
及
び
入
院
時
生
活
療
養
の
食
事
の
提
供
た
る
療
養
の
基
準
等

　
第
一
号
中
「
算
定
す
べ
き
食
事
療
養
」
の
下
に
「
及
び
入
院
時
生
活
療
養
（
1
）
を
算
定
す
べ
き
生
活
療
養
」
を
加

え
、
同
号
⇔
及
び
国
中
「
食
事
療
養
」
を
「
入
院
時
食
事
療
養
及
び
入
院
時
生
活
療
養
の
食
事
の
提
供
た
る
療
養
」
に

改
め
る
。

　
第
二
号
中
「
入
院
時
食
事
療
養
」
の
下
に
「
及
び
入
院
時
生
活
療
養
の
食
事
の
提
供
た
る
療
養
」
を
加
え
る
。

○
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
九
十
八
号

　
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
保
険
外
併
用
療
養

費
に
係
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医
薬
品
等
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
し
、
選
定
療

養
及
び
特
定
療
養
費
に
係
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医
薬
品
等
（
平
成
十
四
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
八
十
八
号
）
は
、

平
成
十
八
年
九
月
三
十
日
限
り
廃
止
す
る
。

　
　
平
成
十
八
年
九
月
十
二
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
川
崎
　
二
郎
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保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医
薬
品
等

　
　
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
評
価
療
養
及
び
選
定
療
養
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
九
十
五
号
。
以
下

　
「
告
示
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
四
号
に
規
定
す
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医
薬
品

　
イ
　
使
用
薬
剤
の
薬
価
（
薬
価
基
準
）
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
九
十
五
号
）
に
収
載
さ
れ
て
い
る
医
薬
品

　
ロ
　
薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

　
　
る
承
認
を
受
け
た
者
が
使
用
薬
剤
の
薬
価
（
薬
価
基
準
）
へ
の
収
載
を
希
望
し
て
い
る
医
薬
品
（
当
該
承
認
に
係

　
　
る
医
薬
品
に
限
る
。
）
以
外
の
医
薬
品

二
　
告
示
第
一
条
第
四
号
に
規
定
す
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準

　
イ
　
病
院
及
び
診
療
所
に
あ
っ
て
は
、
告
示
第
一
条
第
四
号
に
規
定
す
る
医
薬
品
の
投
与
を
行
う
に
つ
き
必
要
な
薬

　
　
剤
師
が
配
置
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
医
薬
品
の
投
与
を
行
う
に
つ
き
必
要
な
医
薬
品
情
報
の
収
集
及
び
伝
達

　
　
を
行
う
た
め
の
専
用
施
設
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

　
ロ
　
薬
局
に
あ
っ
て
は
、
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
九
十
二
号
）
別
表
第
三
調
剤

　
　
報
酬
点
数
表
第
－
節
に
規
定
す
る
調
剤
基
本
料
の
注
2
の
規
定
に
基
づ
く
届
出
を
行
っ
た
薬
局
で
あ
っ
て
、
イ
に

　
　
規
定
す
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い
て
健
康
保
険
の
診
療
に
従
事
し
て
い
る
医
師
又
は
歯

　
　
科
医
師
か
ら
交
付
さ
れ
た
処
方
せ
ん
に
基
づ
き
告
示
第
一
条
第
四
号
に
規
定
す
る
医
薬
品
を
投
与
す
る
も
の
で
あ

　
　
る
こ
と
。

三
　
告
示
第
一
条
第
五
号
に
規
定
す
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医
療
機
器

　
イ
　
保
険
適
用
さ
れ
て
い
る
医
療
機
器

　
ロ
　
薬
事
法
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
者
が
保
険
適
用
を
希
望

　
　
し
て
い
る
医
療
機
器
（
当
該
承
認
に
係
る
医
療
機
器
に
限
る
。
）
以
外
の
医
療
機
器

四
　
告
示
第
一
条
第
五
号
に
規
定
す
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準

　
イ
　
病
院
及
び
診
療
所
に
あ
っ
て
は
、
告
示
第
一
条
第
五
号
に
規
定
す
る
医
療
機
器
の
使
用
又
は
支
給
を
行
う
に
つ

　
　
き
必
要
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
ロ
　
薬
局
に
あ
っ
て
は
、
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
別
表
第
三
調
剤
報
酬
点
数
表
第
－
節
に
規
定
す
る
調
剤
基
本
料
の

　
　
注
2
の
規
定
に
基
づ
く
届
出
を
行
っ
た
薬
局
で
あ
っ
て
、
イ
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
病
院
又
は
診
療

　
　
所
に
お
い
て
健
康
保
険
の
診
療
に
従
事
し
て
い
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
か
ら
交
付
さ
れ
た
処
方
せ
ん
に
基
づ
き
告

　
　
示
第
一
条
第
五
号
に
規
定
す
る
医
療
機
器
を
支
給
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五
　
告
示
第
一
条
第
六
号
に
規
定
す
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医
薬
品

　
イ
　
薬
事
法
第
十
四
条
第
九
項
（
同
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る

　
　
承
認
事
項
（
用
法
、
用
量
、
効
能
又
は
効
果
に
限
る
。
）
の
一
部
変
更
の
承
認
（
以
下
二
部
変
更
承
認
」
と
い
う
。
）

　
　
の
申
請
（
申
請
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
資
料
に
つ
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
事
項
が
医
学
薬
学
上
公
知

　
　
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
そ
の
他
資
料
の
添
付
を
必
要
と
し
な
い
合
理
的
理
由
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
申
請

　
　
者
が
依
頼
し
て
実
施
さ
れ
た
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
の
添
付
を
省
略
し
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限

　
　
る
。
）
を
行
う
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
七
号
）

　
　
第
十
一
条
に
規
定
す
る
薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会
が
事
前
の
評
価
を
開
始
し
た
医
薬
品

　
ロ
　
一
部
変
更
承
認
の
申
請
（
申
請
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
資
料
に
つ
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
事
項
が

　
　
医
学
薬
学
上
公
知
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
そ
の
他
資
料
の
添
付
を
必
要
と
し
な
い
合
理
的
理
由
が
あ
る
場
合

　
　
に
お
い
て
、
申
請
者
が
依
頼
し
て
実
施
さ
れ
た
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
の
添
付
を
省
略
し
て
行
わ

　
　
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
受
理
さ
れ
た
医
薬
品

六
　
告
示
第
一
条
第
六
号
に
規
定
す
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
条
件

　
イ
　
前
号
イ
に
規
定
す
る
医
薬
品
の
投
与
に
あ
っ
て
は
、
当
該
評
価
が
開
始
さ
れ
た
際
に
付
さ
れ
た
条
件
に
従
う
こ

　
　
と
。

　
ロ
　
前
号
ロ
に
規
定
す
る
医
薬
品
の
投
与
に
あ
っ
て
は
、
当
該
申
請
に
係
る
用
法
、
用
量
、
効
能
又
は
効
果
に
従
う

　
　
こ
と
。

七
　
告
示
第
一
条
第
六
号
に
規
定
す
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
期
間

　
イ
　
第
五
号
イ
に
規
定
す
る
医
薬
品
の
投
与
に
あ
っ
て
は
、
当
該
評
価
が
開
始
さ
れ
た
日
か
ら
六
月
（
当
該
期
間
内

　
　
に
一
部
変
更
承
認
の
申
請
が
受
理
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
が
受
理
さ
れ
た
日
ま
で
の
期
間
）

　
ロ
　
第
五
号
ロ
に
規
定
す
る
医
薬
品
の
投
与
に
あ
っ
て
は
、
当
該
申
請
が
受
理
さ
れ
た
日
か
ら
二
年
（
当
該
期
間
内

　
　
に
当
該
申
請
に
対
す
る
処
分
が
あ
っ
た
と
き
又
は
当
該
申
請
の
取
下
げ
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
処
分
又
は
取
下

　
　
げ
が
あ
っ
た
日
ま
で
の
期
間
）

八
　
告
示
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
入
院
期
間
の
計
算
方
法

　
イ
　
病
院
又
は
診
療
所
を
退
院
し
た
後
、
同
一
の
疾
病
又
は
負
傷
に
よ
り
、
当
該
病
院
若
し
く
は
診
療
所
又
は
他
の

　
　
病
院
若
し
く
は
診
療
所
に
入
院
し
た
場
合
（
当
該
疾
病
又
は
負
傷
が
治
癒
し
、
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
状
態
に
な
つ

　
　
た
後
に
入
院
し
た
場
合
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い
て
通
算
対
象
入
院
料
（
診

　
　
療
報
酬
の
算
定
方
法
別
表
第
一
医
科
診
療
報
酬
点
数
表
（
以
下
「
医
科
点
数
表
」
と
い
う
。
）
又
は
別
表
第
二
歯
科

　
　
診
療
報
酬
点
数
表
（
以
下
「
歯
科
点
数
表
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
一
般
病
棟
入
院
基
本
料
（
特
別
入
院
基
本
料

　
　
及
び
老
人
特
定
入
院
基
本
料
を
含
む
。
）
、
特
定
機
能
病
院
入
院
基
本
料
（
一
般
病
棟
の
場
合
に
限
る
。
）
、
専
門
病

　
　
院
入
院
基
本
料
及
び
老
人
一
般
病
棟
入
院
医
療
管
理
料
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
算
定
し
て
い
た
期
間
を
通
算
す

　
　
る
。

　
ロ
　
イ
の
場
合
以
外
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
現
に
入
院
し
て
い
る
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い
て
通
算
対
象
入
院
料
を

　
　
算
定
し
て
い
た
期
間
を
通
算
す
る
。

九
　
告
示
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
状
態
等
に
あ
る
者

　
イ
　
通
算
対
象
入
院
料
を
算
定
す
る
病
棟
又
は
診
療
所
に
入
院
し
て
い
る
患
者
以
外
の
患
者

　
ロ
　
医
科
点
数
表
第
1
章
第
2
部
第
2
節
に
規
定
す
る
難
病
患
者
等
入
院
診
療
加
算
を
算
定
す
る
患
者

　
ハ
　
医
科
点
数
表
第
1
章
第
2
部
第
2
節
及
び
歯
科
点
数
表
第
－
章
第
2
部
第
2
節
に
規
定
す
る
重
症
者
等
療
養
環

　
　
境
特
別
加
算
を
算
定
す
る
患
者

　
二
　
重
度
の
肢
体
不
自
由
者
、
脊
髄
損
傷
等
の
重
度
障
害
者
、
重
度
の
意
識
障
害
者
、
筋
ジ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
患
者
、

　
　
難
病
患
者
等

　
ホ
　
悪
性
新
生
物
に
対
す
る
腫
瘍
用
薬
（
重
篤
な
副
作
用
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
投
与
し
て
い
る
状
態
に
あ
る

　
　
患
者

　
へ
　
悪
性
新
生
物
に
対
す
る
放
射
線
治
療
を
実
施
し
て
い
る
状
態
に
あ
る
患
者

　
ト
　
ド
レ
ー
ン
法
又
は
胸
腔
若
し
く
は
腹
腔
の
洗
浄
を
実
施
し
て
い
る
状
態
に
あ
る
患
者

　
チ
　
人
工
呼
吸
器
を
使
用
し
て
い
る
状
態
に
あ
る
患
者

　
リ
　
人
工
腎
臓
又
は
血
漿
交
換
療
法
を
実
施
し
て
い
る
状
態
に
あ
る
患
者

　
ヌ
　
全
身
麻
酔
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
麻
酔
を
用
い
る
手
術
を
実
施
し
、
当
該
疾
病
に
係
る
治
療
を
継
続
し
て
い
る

　
　
状
態
（
当
該
手
術
を
実
施
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
ま
で
の
間
に
限
る
。
）
に
あ
る
患
者

　
ル
　
十
五
歳
未
満
の
患
者

　
ヲ
　
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
十
号
）
第
一
条
第
一
号
の
育
成
医
療
の
給
付
又
は
児
童
福

　
　
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
七
十
四
号
）
第
二
十
三
条
の
二
第
二
項
第
一
号
の
医
療
の
給
付
を
受
け
て

　
　
い
る
患
者

　
ワ
　
ロ
か
ら
ヌ
ま
で
に
掲
げ
る
状
態
に
準
ず
る
状
態
に
あ
る
患
者

十
　
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
に
つ
い
て
の
費
用
の
額
の
算
定
方
法
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百

　
九
十
六
号
）
別
表
第
二
に
規
定
す
る
百
八
十
日
を
超
え
た
日
以
後
の
入
院
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
点

　
数

　
　
通
算
対
象
入
院
料
の
基
本
点
数

○
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
九
十
九
号

　
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
及
び
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十

七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
基
本
診
療
料
の
施
設
基
準
等
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
九
十

三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
　
平
成
十
八
年
九
月
十
二
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
川
崎
　
二
郎
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第
一
の
一
中
「
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
ヒ
十
号
）
第
八
十
六
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
承
認

保
険
医
療
機
関
及
び
」
を
削
る
。

　
第
二
の
三
中
「
健
康
保
険
法
」
の
下
に
「
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
」
を
加
え
る
。

　
第
五
の
七
ω
イ
中
「
第
二
十
七
条
第
二
項
」
を
「
第
七
条
第
六
項
」
に
改
め
る
。

　
第
九
の
十
三
⑤
中
「
第
六
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
六
十
三
条
第
二
項
第
四
号
」
に
、
「
第
十
ヒ
条
第
二
項
」
を
「
第

十
七
条
第
二
項
第
四
号
」
に
改
め
る
。

　
別
表
第
五
の
三
の
三
③
中
「
第
二
十
七
条
第
二
項
」
を
「
第
七
条
第
六
項
」
に
改
め
る
。

○
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
号

　
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
特
掲
診
療
料
の
施

設
基
準
等
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
九
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
八
年
十
月
一
日

か
ら
適
用
す
る
。

　
　
平
成
十
八
年
九
月
十
二
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
川
崎
　
二
郎

　
第
一
の
一
中
「
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
八
十
六
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
承
認

保
険
医
療
機
関
及
び
」
を
削
る
。

　
第
二
の
三
中
「
健
康
保
険
法
」
の
下
に
「
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
」
を
加
え
る
。

○
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
｝
号

　
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
療
担
規
則
及
び
薬

担
規
則
並
び
に
療
担
基
準
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
掲
示
事
項
等
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
七

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
　
平
成
十
八
年
九
月
十
二
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
川
崎
　
二
郎

　
第
一
中
「
及
び
特
定
療
養
費
」
を
「
、
入
院
時
生
活
療
養
費
及
び
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
第
四
号
中
「
に

係
る
食
事
療
養
」
の
下
に
「
及
び
入
院
時
生
活
療
養
に
係
る
生
活
療
養
」
を
加
え
る
。

　
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
　
療
担
規
則
第
五
条
の
四
第
一
項
及
び
療
担
基
準
第
五
条
の
四
第
一
項
の
評
価
療
養
に
関
し
て
支
払
を
受
け
る
場

　
合
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

　
一
　
通
則

　
　
e
　
療
養
は
、
適
切
に
行
わ
れ
る
体
制
が
整
っ
て
い
る
等
保
険
医
療
機
関
が
特
別
の
料
金
を
徴
収
す
る
の
に
ふ
さ

　
　
　
わ
し
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

　
　
ω
　
当
該
療
養
は
、
患
者
へ
の
情
報
提
供
を
前
提
と
し
、
患
者
の
自
由
な
選
択
と
同
意
が
な
さ
れ
た
も
の
に
限
ら

　
　
　
れ
る
も
の
と
す
る
。

　
　
国
　
患
者
へ
の
情
報
提
供
に
資
す
る
た
め
、
特
別
の
料
金
等
の
内
容
を
定
め
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、

　
　
　
地
方
社
会
保
険
事
務
局
長
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

　
二
　
先
進
医
療
に
関
す
る
基
準

　
　
H
　
施
設
基
準
の
設
定
を
求
め
る
旨
の
厚
生
労
働
大
臣
へ
の
届
出
に
基
づ
き
、
施
設
基
準
が
設
定
さ
れ
た
先
進
医

　
　
　
療
で
あ
る
こ
と
。

　
　
⇔
　
当
該
診
療
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
先
進
医
療
ご
と
に
、
当
該
診
療
を
適
切
に
行
う
こ
と
の
で
き
る

　
　
　
体
制
が
整
っ
て
い
る
旨
を
地
方
社
会
保
険
事
務
局
長
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。

　
第
三
中
「
特
定
療
養
費
に
係
る
」
を
「
選
定
療
養
に
関
し
て
支
払
を
受
け
る
場
合
の
」
に
改
め
、
同
第
二
号
⇔
中
「
（
特

定
承
認
保
険
医
療
機
関
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
同
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
五
　
医
科
点
数
表
及
び
歯
科
点
数
表
に
規
定
す
る
回
数
を
超
え
て
受
け
た
診
療
で
あ
っ
て
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定

　
　
め
る
も
の
に
関
す
る
基
準

　
　
　
医
科
点
数
表
及
び
歯
科
点
数
表
に
お
い
て
回
数
が
定
め
ら
れ
て
い
る
診
療
で
あ
っ
て
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定

　
　
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
六
　
入
院
期
間
が
百
八
十
日
を
超
え
る
入
院
に
関
す
る
基
準

　
　
　
療
担
規
則
第
五
条
第
二
項
又
は
療
担
基
準
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
受
け
取
る
金
額
は
、
当
該
療
養
に
要

　
　
す
る
も
の
と
し
て
適
正
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

　
七
　
金
属
床
に
よ
る
総
義
歯
の
提
供
に
関
す
る
基
準

　
　
8
　
金
属
床
に
よ
る
総
義
歯
の
提
供
は
、
無
歯
顎
の
患
者
に
対
し
て
総
義
歯
に
よ
る
欠
損
補
綴
を
必
要
と
す
る
場

　
　
　
合
に
行
わ
れ
る
も
の
に
限
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。

　
　
⇔
　
当
該
保
険
医
療
機
関
に
お
い
て
、
金
属
床
に
よ
ら
な
い
総
義
歯
の
提
供
が
行
わ
れ
る
体
制
が
十
分
整
っ
て
い

　
　
　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

　
　
国
　
金
属
床
に
よ
る
総
義
歯
に
係
る
費
用
徴
収
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
当
該
保
険
医
療
機
関
内
の
見
や
す
い
場
所

　
　
　
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

　
八
　
齲
蝕
に
罹
患
し
て
い
る
患
者
の
指
導
管
理
に
関
す
る
基
準

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か

　
　
H
　
当
該
指
導
管
理
は
、
フ
ッ
化
物
局
所
応
用
又
は
小
窩
裂
溝
填
塞
に
よ
る
指
導
管
理
を
必
要
と
す
る
場
合
に
、

　
　
　
行
わ
れ
る
も
の
に
限
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。

　
　
口
　
当
該
指
導
管
理
に
係
る
費
用
徴
収
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
当
該
保
険
医
療
機
関
内
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示

　
　
　
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

　
第
三
第
九
号
を
削
る
。

　
第
四
第
一
号
中
「
に
規
定
す
る
」
の
下
に
「
評
価
療
養
及
び
」
を
加
え
、
同
第
五
号
中
「
に
係
る
食
事
療
養
」
の
下

に
「
及
び
入
院
時
生
活
療
養
に
係
る
生
活
療
養
」
を
加
え
る
。

　
第
五
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
　
療
担
規
則
第
十
八
条
及
び
療
担
基
準
第
十
八
条
の
特
殊
療
法
に
係
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
法
等

　
　
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
評
価
療
養
及
び
選
定
療
養
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
九
十
五
号
）
第
一

　
条
各
号
に
掲
げ
る
評
価
療
養

　
第
七
中
「
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
選
定
療
養
第
十
一
号
」
を
「
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
評
価
療
養
及
び
選
定
療

養
第
一
条
第
四
号
」
に
改
め
る
。

　
第
九
第
三
号
中
「
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
選
定
療
養
第
十
四
号
」
を
「
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
評
価
療
養
及
び

選
定
療
養
第
一
条
第
五
号
」
に
改
め
る
。

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
二
号

　
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
厚
生
労
働
大
臣
が

指
定
す
る
病
院
の
病
棟
に
お
け
る
療
養
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
三
十

八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
同
日
前
に
行
わ
れ
た
療

養
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。

　
　
平
成
十
八
年
九
月
十
二
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
川
崎
　
二
郎

　
第
一
項
中
「
及
び
特
定
療
養
費
に
係
る
療
養
に
つ
い
て
の
費
用
の
額
の
算
定
方
法
第
二
項
」
を
削
り
、
「
食
事
療
養
」

の
下
に
「
、
生
活
療
養
、
評
価
療
養
」
を
加
え
、
同
項
第
四
号
中
「
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
医
療
養
担
当
規
則
（
昭

和
三
十
二
年
厚
生
省
令
第
十
五
号
）
第
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
高
度
先
進
医
療
で
あ
る
療
養
又
は
厚
生
労
働
大

臣
の
定
め
る
選
定
療
養
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
五
号
）
第
十
五
号
に
規
定
す
る
先
進
医
療
」
を
「
厚
生

労
働
大
臣
の
定
め
る
評
価
療
養
及
び
選
定
療
養
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
九
十
五
号
）
第
一
条
第
一
号

に
規
定
す
る
先
進
医
療
」
に
改
め
る
。

　
第
二
項
中
「
入
院
時
食
事
療
養
費
に
係
る
食
事
療
養
の
費
用
の
算
定
に
関
す
る
基
準
」
を
「
入
院
時
食
事
療
養
費
に

係
る
食
事
療
養
及
び
入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
生
活
療
養
の
費
用
の
算
定
に
関
す
る
基
準
」
に
、
「
特
定
療
養
費
に
係

る
療
養
に
つ
い
て
の
費
用
の
額
の
算
定
方
法
第
一
項
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
に
つ
い
て
の
費
用
の
額

の
算
定
方
法
」
に
改
め
る
。

○
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
三
号

　
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
厚
生
労
働
大
臣
が

指
定
す
る
病
院
の
病
棟
並
び
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
病
院
及
び
調
整
係
数
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百

四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
　
平
成
十
八
年
九
月
十
二
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
川
崎
　
二
郎

　
本
文
中
「
及
び
特
定
療
養
費
に
係
る
療
養
に
つ
い
て
の
費
用
の
額
の
算
定
方
法
第
二
項
」
を
削
る
。


